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２０２０年度診療報酬改定について
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一般社団法人 日本画像医療システム工業会
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2020（令和2）年度診療報酬改定について3月5日付で
官報公示（省令、告示、通知、事務連絡等含む）

※以下のＵＲＬより詳細な内容は入手可能です！

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_0002
7.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00027.html


２０２０年度診療報酬改定率について

１２月１７日の予算大臣折衝を踏まえ、
２０２０年（令和２年）度の診療報酬改定は、以下のとおりとなった。

診療報酬全体 ▲０．４６％

１．診療報酬本体 ＋０．５５％
※１ うち、※２を除く改定分＋０．４７％

各科改定率 医科＋０．５３％
歯科＋０．５９％
調剤＋０．１６％

※２ うち、消費税財源を活用した救急病院における
勤務医の働き方改革への特例的な対応＋０．０８％

２．薬価等 ▲１．０１％
➀薬価 ▲０．９９％
※うち、実勢価等改定▲０．４３％

市場拡大再算定の見直し等▲０．０１％

➁材料価格 ▲０．０２％
※うち、実勢価等改定▲０．０１％



勤務医の働き方改革への対応について

１２月１７日の予算大臣折衝を踏まえ、令和２年度の勤務医の働き方改革への
対応については、以下のとおりとなった。

〇診療報酬として公費１２６億円程度

※救急病院における勤務医の働き方改革への特例的な対応＋０．０８％に該当

〇地域医療介護総合確保基金として公費１４３億円程度

なお、勤務医の働き方改革への対応については、今後、医師に対する時間外労
働の上限規制の適用及び暫定特例水準の適用終了に向けて、上限を超える時
間外労働ができる限り早期に解消されるよう、医療機関による労働時間短縮を
促進する制度的対応等とあわせ、診療報酬及び地域医療介護総合確保基金の
対応を検討する。



今までの診療報酬改定率の推移

←被用者本人負担が2割に！
（3割負担は2003年～）

←介護保険の導入！

←史上初の診療報酬本体・薬価
の同時マイナス改定！

←大幅マイナス改定！

←10年ぶりのプラス改定！

＊全体改定率の枠
水色がプラス改定
ピンク色がマイナス改定

←僅かながらプラス改定！

←消費税対応分あり（実質-１．２６％）

←実質３回連続マイナス改定

年度
診療報酬

薬価基準 全体
本体

1992 5.00% -2.50% 2.50%
1994 4.80% -2.12% 2.68%
1996 3.40% -2.60% 0.80%
1997 1.70% -1.32% 0.38%
1998 1.50% -2.80% -1.30%
2000 1.90% -1.70% 0.20%
2002 -1.30% -1.40% -2.70%
2004 0.00% -1.00% -1.00%
2006 -1.36% -1.80% -3.16%
2008 0.38% -1.20% -0.82%
2010 1.55% -1.36% 0.19%
2012 1.38% -1.38% 0.00%
2014 0.73% -0.63% 0.10%
2016 0.49% -1.33% -0.84%
2018 0.55% -1.74% -1.19%
2019 0.41% -0.07% 0.33%
2020 0.55% -1.01% -0.46%

←消費税対応分（2019年10月より）

←本体はプラスながらも全体では厳しい改定



＊2020年診療報酬改定の基本方針（骨子案）における参考資料より2019年11月18日
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施設基準、他
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主な施設基準の届出状況（2018年7月1日時点）

画像診断管理加算３が16施設、頭部ＭＲＩ撮影加算が４９施設 ※中医協総会（2019年9月11日開催）資料より抜粋
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主な施設基準の届出状況（2018年7月1日時点）

※中医協総会（2019年9月11日開催）資料より抜粋
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主な施設基準の届出状況（2018年7月1日時点）

※中医協総会（2019年9月11日開催）資料より抜粋



＜日本医学放射線学会画像診断管理認証施設＞ 2020年03月12日現在

01福岡大学病院
02奈良県立医科大学付属病院
03愛知医科大学病院
04東京大学医学部附属病院
05名古屋大学医学部附属病院
06金沢大学附属病院
07大阪大学医学部附属病院
08富山県立中央病院
09九州大学病院
10秋田県立脳血管研究センター
11京都大学医学部附属病院
12鹿児島大学医学部附属病院
13産業医科大学医学部附属病院
14公益財団法人東京都保健医療公社 荏原病院
15大分大学医学部附属病院
16国立国際医療研究センター病院
17聖マリアンナ医科大学病院
18聖路加国際病院
19神戸大学医学部附属病院
20北里大学病院
21独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院
22青森県立中央病院
23独立行政法人労働者健康安全機構 九州労災病院
24国立成育医療研究センター（特定承認保険医療機関）
25琉球大学医学部附属病院
26順天堂大学医学部附属順天堂医院
27神奈川県立こども医療センター
28社会福祉法人 恩賜財団 済生会熊本病院
29地方独立行政法人岡山市立総合医療センター

岡山市立市民病院
30独立行政法人国立病院機構 九州医療センター
31筑波大学附属病院
32新潟大学医歯学総合病院
33佐賀大学医学部附属病院
34県立広島病院
35社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院

36群馬大学医学部附属病院
37昭和大学病院
38山形大学医学部附属病院
39日本医科大学付属病院
40国立がん研究センター中央病院
41国立病院機構 横浜医療センター
42田医科大学病院
43岩手医科大学附属病院
44山梨大学医学部附属病院
45信州大学医学部附属病院
46大阪急性期・総合医療センター
47市立札幌病院
48岡山大学病院
49福井大学医学部附属病院
50岐阜大学医学部附属病院
51長崎大学病院
52徳島赤十字病院
53佐世保市総合医療センター
54埼玉医科大学国際医療センター
55長野市民病院
56滋賀医科大学付属病院
57関西医科大学附属病院
58近畿大学医学部附属病院
59石川県立中央病院
60大阪医科大学附属病院
61公立甲賀病院
62広島大学病院
63岡山旭東病院
64兵庫医科大学病院
65公立学校共済組合 九州中央病院
66洛和会音羽病院
67社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院
68埼玉医科大学病院
69伊勢赤十字病院
70埼玉県済生会川口総合病院
71金沢医科大学病院

全体で８４施設（特定機能病院4７施設／特定機能病院以外3７施設）

72岡山赤十字病院
73東北大学病院
74名古屋市立大学病院
７５東京医科歯科大学医学部附属病院
７６名古屋市立東部医療センター
７７社会医療法人近森会 近森病院
７８栃木県済生会宇都宮病院
７９聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
80公益財団法人 倉敷中央医療機構

倉敷中央病院
81新潟県立中央病院
82三重大学医学部附属病院
83日本赤十字社 和歌山医療センター
84久留米大学病院

★ 赤文字施設は
特定機能病院以外の施設



＜特定機能病院での画像診断管理認証施設一覧＞

山形大学医学部附属病院
岩手医科大学附属病院
新潟大学医歯学総合病院
東北大学病院

東京大学医学部附属病院
聖マリアンナ医科大学病院
順天堂大学医学部附属順天堂医院
昭和大学病院
日本医科大学付属病院
筑波大学附属病院
群馬大学医学部附属病院
北里大学病院
国立国際医療研究センター病院
国立がん研究センター中央病院
埼玉医科大学病院
東京医科歯科大学医学部附属病院

山梨大学医学部附属病院
金沢大学附属病院
福井大学医学部附属病院
信州大学医学部附属病院
金沢医科大学病院

岐阜大学医学部附属病院
愛知医科大学病院
名古屋大学医学部附属病院
藤田医科大学病院
名古屋市立大学病院

大阪大学医学部附属病院
京都大学医学部附属病院
奈良県立医科大学付属病院
神戸大学医学部附属病院
滋賀医科大学附属病院
関西医科大学附属病院
近畿大学医学部附属病院
大阪医科大学附属病院
兵庫医科大学病院
三重大学医学部附属病院

岡山大学病院
広島大学病院

九州大学病院
産業医科大学医学部附属病院
福岡大学病院
久留米大学病院
大分大学医学部附属病院
佐賀大学医学部附属病院
長崎大学病院
鹿児島大学医学部附属病院
琉球大学医学部附属病院

特定機能病院4７施設（地区別）
（全体86施設）

2020年03月12日現在



13

２０２０年度診療報酬改定

画像診断・検査関連



14

２０２０年度診療報酬改定内容

４ 区分番号Ｅ００１、Ｅ００４、Ｅ１０２及びＥ２０３に掲げる画像診断については、別に厚生労働

大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告し
た場合は、画像診断管理加算１として、区分番号Ｅ００１又はＥ００４に掲げる画像診断、区分
番号Ｅ１０２に掲げる画像診断及び区分番号Ｅ２０３に掲げる画像診断のそれぞれについて月
１回に限り７０点を所定点数に加算する。ただし、画像診断管理加算２又は画像診断管理加算
３を算定する場合はこの限りでない。

５ 区分番号Ｅ１０２及びＥ２０３に掲げる画像診断については、別に厚生労働大臣が定める施

設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において画像診断
を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、画像
診断管理加算２又は画像診断管理加算３として、区分番号Ｅ１０２に掲げる画像診断及び区
分番号Ｅ２０３に掲げる画像診断のそれぞれについて月１回に限り１８０点又は３００点を所
定点数に加算する。

第４部画像診断

通則

画像診断管理加算１、２、３の点数評価は変わらなかったが、

日本医学放射線学会からの要望書の内容に沿って、

加算２と加算３の施設基準にＭＲＩの安全管理項目が追加された！

診療報酬改定に関する省令・告示・通知・事務連絡等（2020年3月5日）資料より



15＊日本医学放射線学会要望資料より



16中医協 総会（2019年6月26日）資料より
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新

２０２０年度診療報酬改定内容

画像診断管理加算２に関する施設基準

(１) 放射線科を標榜している病院であること。
(２) 画像診断を専ら担当する常勤の医師（専ら画像診断を担当した経験を 10 年以上
有するもの又は当該療養について関係学会から示されている２年以上の所定の研修（専
ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学
に関する事項を全て含むものであること。）を修了し、その旨が登録されている医師に限
る。）が１名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時
間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
(３) 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影
について、(２)に規定する医師の下に画像情報の管理が行われていること。
(４) 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層診断のうち、少なく
とも８割以上の読影結果が、(２)に規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日まで
に当該患者の診療を担当する医師に報告されていること。
(５) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(６) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。
(７) 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、端
末の管理や情報機器の設定等を含め、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関
するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保していること。
(８)  関係学会の定める指針を遵守し、ＭＲＩ装置の適切な安全管理を行っていること。

ＭＲＩの安全管理項目が追加された！

診療報酬改定に関する省令・告示・通知・事務連絡等（2020年3月5日）資料より
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新

２０２０年度診療報酬改定内容

画像診断管理加算３に関する施設基準

(１) 放射線科を標榜している特定機能病院であること。
(２) 画像診断を専ら担当する常勤の医師（専ら画像診断を担当した経験を 10 年以上有するもの又は
当該療養について関係学会から示されている２年以上の所定の研修（専ら放射線診断に関するものとし
、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。）を修
了し、その旨が登録されている医師に限る。）が６名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当
する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
(３) 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影について、(２)
の医師の下に画像情報の管理が行われていること。
(４) 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層診断のうち、少なくとも８割以上の
読影結果が、(２) の医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する医師に報
告されていること。
(５) 当該保険医療機関において、夜間及び休日に読影を行う体制が整備されていること。
(６) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されており、当該保険医療機関において実施される
全ての核医学診断、ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影について、夜間及び休日を除いて、検査前の画像診断管理を
行っていること。
(７) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。
(８) 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、端末の管理や情報
機器の設定等を含め、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全
な通信環境を確保していること。
(９)  関係学会の定める指針を遵守し、ＭＲＩ装置の適切な安全管理を行っていること。
(10) 関係学会の定める指針に基づいて、適切な被ばく線量管理を行っていること。その際、施設内の全
てのＣＴ検査の線量情報を電子的に記録し、患者単位及び検査プロトコル単位で集計・管理の上、被ばく
線量の最適化を行っていること。 ＭＲＩの安全管理項目が追加された！

診療報酬改定に関する省令・告示・通知・事務連絡等（2020年3月5日）資料より
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２０２０年度診療報酬改定内容

【磁気共鳴コンピューター断層撮影（ＭＲＩ撮影）】

問 114 医科点数表第２章第４部通則４の画像診断管理加算３、区分番
号「Ｅ ２０２」磁気共鳴コンピューター断層撮影（ＭＲＩ撮影）の注８の頭部Ｍ
Ｒ Ｉ撮影加算又は区分番号「Ｅ２０２」磁気共鳴コンピューター断層撮影（Ｍ
ＲＩ撮影）の注９の全身ＭＲＩ撮影加算の施設基準において、「検査前の画
像診断管理を行っていること」とあるが、具体的にはどのようなことを行えば
よいか。

（答）検査依頼を受けた放射線科医が、臨床情報、被ばく管理情報又は臨
床検査データ値等を参考に、その適応を判断し、ＣＴやＭＲＩ等の適切な撮
像法や撮像プロトコルについて、事前に確認及び決定すること。なお、当該
医師は、当該管理を行ったことについて、口頭等で指示をした場合も含め、
診療録に記載すること。

診療報酬改定に関する疑義解釈の送付（2020年3月31日）資料より

疑義解釈資料の送付について（その１）
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２０２０年度診療報酬改定内容

【磁気共鳴コンピューター断層撮影（ＭＲＩ撮影）】

問 115 医科点数表第２章第４部通則４の画像診断管理加算３、区分番号「
Ｅ ２０２」磁気共鳴コンピューター断層撮影（ＭＲＩ撮影）の注８の頭部ＭＲ Ｉ撮影
加算又は区分番号「Ｅ２０２」磁気共鳴コンピューター断層撮影（ＭＲＩ撮影）の
注９の全身ＭＲＩ撮影加算の施設基準において、「関係学会の 定める指針に基
づいて、適切な被ばく線量管理を行っていること」とあるが、 「関連学会の定め
る指針」とは具体的には何を指すのか。

（答）日本医学放射線学会のエックス線ＣＴ被ばく線量管理指針等を指す。

診療報酬改定に関する疑義解釈の送付（2020年3月31日）資料より

疑義解釈資料の送付について（その１）
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日本磁気共鳴医学会の臨床MRI安全運用のための指針の一部改訂のお知らせ

２０２０年度診療報酬改定内容

日本磁気共鳴擾学会の臨床MRI安全運用のための指針の一部改訂のお知らせ（2020年1月22日）より

令和2年1月22日公益社団法人日本医学放射線学会理事長
今井 裕 殿

一般社団法人日本磁気共鳴医学会 理事長
青木 茂樹

日頃より日本磁気共鳴医学会の活動にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
当学会では、昨年8月に公益社団法人日本医学放射線学会、公益社団法人日本放射線技術学会、
及び特定非営利活動法人磁気共鳴専門技術者認定機構の協力のもとに、「臨床MRI安全運用のた
めの指針」を設定しました。本指針では、MRI検査において適切な安全管理が行えるよう、具体的な
管理方法を提示し、これらに準じて管理することで、MRI検査がより安全に、精度高く実施されること
が期待されます。
本指針においてMRI検査を管理するチームの研修間隔は「少なくとも5年に1回」としておりましたが

、今回「年1回程度」に改訂しました。これは、平成30年6月に発行された医擦法関連の医政局通知
（医療機器に係る安全管理のため体制確保運用上留意点ついて）との整合性を保つために行いまし
た。この通知の中で「従業者に対する医療機器の安全使用のための研修ついて」の項目をみると、特
定機能病院における定期研修が年2回程度と定められています。今後MRI機器も同様の管理が求め
られると思われ、一般病院も含めて臨床MRIの安全運用の定期研修は年1回程度とすることに修正し
ました。
以上のように「臨床MRI安全運用のための指針」を一部改訂いたしましたので、お知らせいたします。

※日本磁気共鳴医学会の臨床MRI安全運用のための指針の一部改訂のお知らせ
http://www.radiology.jp/member_info/news_member/20200124_01.html

http://www.radiology.jp/member_info/news_member/20200124_01.html
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臨床ＭＲＩ安全使用のための指針

２０２０年度診療報酬改定内容

日本磁気共鳴擾学会の臨床MRI安全運用のための指針の一部改訂のお知らせ（2020年1月22日）より

一般社団法人日本磁気共鳴医学会

磁気共鳴イメージング（MRI）検査は現代の医療において不可欠で多くの施設で使用されてい
る。MRI検査を実施するにあたっては、磁場、ラジオ波や造影剤の影響を十分に考慮する必要
があり、一般社団法人日本磁気共鳴医学会の安全性評価委員会は適切な安全管理のために
MRI安全性の考え方（第二版）を発行し、安全管理を推奨している。
今回、公益社団法人日本医学放射線学会、公益社団法人日本放射線技術学会、及び特定

非営利活動法人磁気共鳴専門技術者認定機構の協力のもとに、MRI検査の安全管理の指針
を以下のように設定した。本指針では、MRI検査において適切な安全管理が行えるよう、具体
的な管理方法を提示する。これらに準じて管理することで、MRI検査がより安全に、精度高く実
施されると期待される。

1）安全管理体制
施設内にMRI検査を管理するチーム（安全管理責任者（※1）・安全管理担当者（※2）チーム）

を作ること。本チームは1名の責任医師（※1）の下、その他の医師、診療放射線技師もしくは
臨床検査技師、看護師などで構成される。その構成員には磁気共鳴専門技術者あるいはそれ
に準ずる者が含まれることが望ましい。本チームの会合は年1回以上行い、施設内での医療従
事者への講習を定期的に行うこと。また、安全管理責任者や安全管理担当者はMRIの関連団
体にて安全性に関する講習会に年1回程度、定期的に参加することが望ましい。
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臨床ＭＲＩ安全使用のための指針
２０２０年度診療報酬改定内容

日本磁気共鳴擾学会の臨床MRI安全運用のための指針の一部改訂のお知らせ（2020年1月22日）より

一般社団法人日本磁気共鳴医学会
2）MRI検査前の安全管理
MRI検査前における患者および医療従事者への安全管理の体制を構築すること。体内植込み型医

療機器、体内外金属、入れ墨等を問診票のほか患者の医療機器情報カードや金属探知機などを用い
て検査前に把握し、身体への悪影響（臓器損傷や熱傷など）を与える恐れがあるものを適切に管理す
ること。また、医療従事者および作業従事者（※3）の金属持ち込みを防止する教育および管理体制（
マニュアル作りなど）を整備すること。MRI検査に重要な情報を共有する医師、診療放射線技師もしく
は臨床検査技師、看護師との連携体制を整えること。

3）MRI検査中の安全管理
検査中は患者の状態を監視し、必要に応じて、心拍数、血液酸素飽和度などの観察を行い、患者

からの中止要請（患者緊急コール）を伝えるシステムを利用した運用体制を整えること。緊急時のバッ
クアップ体制を構築し、運用マニュアルを整備すること。

4）安全性借報の関連学会・関連行政機関への報告を行う体制を整備すること（※4）。

5）鎮静の必要な患者の安全管理
小児や閉所恐怖症の患者を含め鎮静の必要な患者に対しては、緊急時のバックアップ体制を構築

すること。（小児の場合はMRI検査時の鎮静に関する共同提言（※５）を推奨）

6）造影剤使用の安全管理
MRI造影剤の使用においては同意書を取得すること。MRI造影剤の副作用への対応、腎性全身性線

維症（NSF）防止の対策の教育や対応へのマニュアルを備えていること。また、安全管理責任者や安全
管理担当者はMRI造影剤に関する諦習会に定期的（少なくとも2年に1回）に参加し、MRI造影剤使用
上の注意改訂など、重要な情報の周知を図ること。
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臨床ＭＲＩ安全使用のための指針

２０２０年度診療報酬改定内容

日本磁気共鳴擾学会の臨床MRI安全運用のための指針の一部改訂のお知らせ（2020年1月22日）より

一般社団法人日本磁気共鳴医学会

7）MRI装置の品質管理
始業時・終業時点検並びに保守点検を適宜実施すること。また始業時にはファントム等の撮影

を行い、画質の維持・向上に努めること。なお、定期的（少なくとも6か月に1回）に保守点検が行
われていることが望ましい。

8）非常時の安全管理
患者の安全確保、液体ヘリウムの突沸（クエンチ）への対応、地震・火災・浸水・停電などの災害

への対応へのマニュアルを備えていること。

（※１～５）について
（※1）安全管理責任者は、施設内にて服I検査の安全管理を統括する医師を指す。
（※2）安全管理担当者は施設内にてMRI検査の安全管理を担当する医師、診療放射線技師もし
くは臨床検査技師、看護師を指す。
（※3）MRI装置のメンテナンス関係者および室内の修繕等のために検査室内に立ち入る作業者
を指す。
（※4）安全性情報に関しては関連学会、関連行政機関のホームページ等を参考とすること。
https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/calling-attention/safety-info/0043.html

（※5）MRI検査時の鎮静に関する共同提言（日本小児科学会・日本小児麻酔学会・日本小児放
射線学会2013年）。

以上

https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/calling-attention/safety-info/0043.html
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改

医師等の従事者の常勤配置及び

専従要件に関する要件の緩和

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
医師等の医療従事者の柔軟な働き方に対応する観点から、常勤配置に係る

要件及び専従要件を見直す。

第２ 具体的な内容
１．週３日以上かつ週24時間以上の勤務を行っている複数の非常勤職員を組
み合わせた常勤換算でも配置可能としている項目について、週３日以上かつ
週22時間以上の勤務を行っている複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換
算で配置可能とする。
２．医師については、複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換算でも配置可
能とする項目を拡大する。

【緩和ケア診療加算】の［施設基準］において、週３日以上常態として勤務しており、かつ、所定
労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師（悪性腫瘍患者又は後天性
免疫不全症候群の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした３年以上の経験を有す
る医師に限る。）を２名組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれら
の非常勤医師が配置されている場合には、当該２名の非常勤医師が緩和ケアチームの業務に
従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
※ 栄養サポートチーム加算、感染防止対策加算、抗菌薬適正使用支援加算についても同様。

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より

非常勤の週３日以上かつ２４時間以上の場合が、
週３日以上かつ２２時間以上に緩和された！
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画像診断管理加算１、２又は３において加算を算定する場合は、報告された文書
又はその写しを診療録に添付する。

専ら画像診断を担当する常勤の医師のうち当該保険医療機関において勤務する１
名（画像診断管理加算３を算定する場合にあっては６名）を除いた専ら画像診断を担
当する医師については、当該保険医療機関において常態として週３日以上かつ週
22時間以上の勤務を行っている場合に、当該勤務時間以外の所定労働時間につい
ては、自宅等の当該保険医療機関以外の場所で、画像の読影及び送受信を行うに
つき十分な装置・機器を用いた上で読影を行い、その結果を文書により当該患者の
診療を担当する医師に報告した場合も算定できる。その際、患者の個人情報を含む
医療情報の送受信に当たり、安全管理を確実に行った上で実施する。また、病院の
管理者が当該医師の勤務状況を適切に把握していること。

「画像診断管理加算」における留意事項

画像診断管理加算１、２は１名は従来の常勤の定義で換算
画像診断管理加算３ は６名は従来の常勤の定義で換算
それ以外の医師の勤務状況が週３日以上かつ２２時間以上
の場合に医療機関以外の場所で読影をしても算定が可能！
前回の２４時間以上 → ２２時間以上に緩和された！
※遠隔画像診断における画像診断管理加算でも上記は同様

２０２０年度診療報酬改定内容

診療報酬改定に関する省令・告示・通知・事務連絡等（2020年3月5日）資料より

前回の「貼付」→「添付」に変更された！
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改定前 改定後

Ｅ２０２ 磁気共鳴コンピューター断層撮影
（ＭＲＩ撮影）（一連につき）

１～３ （略）

注１～８ （略）

Ｅ２０２ 磁気共鳴コンピューター断層撮影（ＭＲＩ撮
影）（一連につき）

１～３ （略）

注１～８ （略）

注９ ＭＲＩ撮影について、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、全身のＭＲＩ撮影を

行った場合は、全身ＭＲＩ撮影加算として、600点を
所定点数に加算する。

全身ＭＲＩ撮影加算の新設

新

２０２０年度診療報酬改定内容

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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全身ＭＲＩ撮影加算に関する施設基準
新

２０２０年度診療報酬改定内容

(１) 1.5 テスラ以上のＭＲＩ装置を有していること。
(２) 画像診断管理加算２又は３に関する施設基準を満たすこと。
(３) 画像診断を専ら担当する常勤の医師（専ら画像診断を担当した経験を10年以
上有するもの又は当該療養について関係学会から示されている２年以上の所定の
研修（専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)
及び核医学に関する事項を全て含むものであること。）を修了し、その旨が登録され
ているものに限る。）が３名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する
医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者
をいう。
(４) 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、ＣＴ撮影及びＭＲＩ
撮影について、夜間及び休日を除いて、検査前の画像診断管理を行っていること。
(５) 関係学会の定める指針に基づいて、適切な被ばく線量管理を行っていること。
その際、施設内の骨シンチグラフィの線量情報を電子的に記録し、患者単位で集計・
管理の上、被ばく線量の最適化を行っていること。

診療報酬改定に関する省令・告示・通知・事務連絡等（2020年3月5日）資料より
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新

２０２０年度診療報酬改定内容

全身ＭＲＩ撮影加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生（支）局長に届け出た保険医療機関において、関連学会の定める指
針に従って、前立腺癌の骨転移の診断を目的とし、1.5 テスラ以上のＭＲＩ装置を使
用して複数の躯幹部用コイルと脊椎用コイルを組み合わせ、頸部から骨盤部を少な
くとも３部位に分けて撮像した場合に限り算定する。

なお、当該画像診断を実施した同一月内に骨転移の診断の目的で区分番号「Ｅ１
００」シンチグラム（画像を伴うもの）又は区分番号「Ｅ１０１」シングルホトンエミッショ
ンコンピューター断層撮影（同一のラジオアイソトープを用いた一連の検査につき）を
実施した場合には、主たるもののみ算定する。

全身ＭＲＩ撮影加算に関する留意事項

診療報酬改定に関する省令・告示・通知・事務連絡等（2020年3月5日）資料より
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２０２０年度診療報酬改定内容

【磁気共鳴コンピューター断層撮影（ＭＲＩ撮影）】

問 116 区分番号「Ｅ２０２」磁気共鳴コンピューター断層撮影（ＭＲＩ撮影） の
注９の全身ＭＲＩ撮影加算における「関連学会の定める指針」とは、具体的に
は何を指すのか。

（答）日本医学放射線学会・日本磁気共鳴医学会の前立腺癌の骨転移検出
のための全身ＭＲＩ撮像の指針を指す。

診療報酬改定に関する疑義解釈の送付（2020年3月31日）資料より

疑義解釈資料の送付について（その１）
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２０２０年度診療報酬改定内容

日本磁気共鳴医学会：前立腺癌の骨転移検出のための全身MRI撮像の細則（2020年3月3日）資料より

前立腺癌の骨転移検出のための全身MRI撮像の細則
http://www.jsmrm.jp/modules/bulletin01/index.php?page=article&storyid=367

一般社団法人日本磁気共鳴医学会
＜撮像方法に関する細則＞
1. 1.5Tもしくは3T装置での撮像とする。

2. 複数の躯幹部用コイルと脊椎用コイルを組み合わせ、全身（全脊椎を含む広範囲）に対して少なくとも3部位 (3 
station) に分けて撮像する。

3. 撮像シーケンス 1)～4) は必須、5) はオプションとする。
1) 全脊椎T1強調像（原則 矢状断）
2) 全脊椎STIR像もしくは脂肪抑制T2強調像（原則 矢状断）
3) 全身†T1強調像（水平断もしくは冠状断、Dixon法が望ましいが、Gradient Echo法のin-phase/opposed phase
も可とする）
4) 全身†拡散強調像‡、b値 0-100, 800-1000s/mm2（原則 水平断、parallel imaging 併用）
mono-exponential model によるADC map作成、b値800-1000 s/mm2の画像の冠状方向および矢状方向を含む
多方向MIP処理
5) 全身†T2強調像（撮像方向や脂肪抑制付加は問わない）

†全脊椎と体幹骨を必須とする。頭蓋骨や四肢はオプションとする。
‡拡散強調像は水平断での撮像が原則であるが、冠状断、矢状断で撮像しても良い。2017年に欧州泌尿器科学会
が発表した前立腺癌の骨転移を評価する構造化レポートシステムであるMET-RADS-P (METastasis Reporting and 
Data System) では拡散強調像は水平断で撮像と記載されているが、水平断が優れているという十分な根拠はなく
、冠状断、矢状断で撮像しても通常再構成は可能である。

4. 原則として前立腺癌の骨転移検出を目的とした非造影スクリーニング検査とする。造影検査は可とする。ただし、
日本磁気共鳴医学会による本検査に関する認証を受ける場合は撮像法（造影の有無を含む）の届け出、および画像
の提出を必須とする。

http://www.jsmrm.jp/modules/bulletin01/index.php?page=article&storyid=367
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２０２０年度診療報酬改定内容

日本磁気共鳴医学会：前立腺癌の骨転移検出のための全身MRI撮像の細則（2020年3月3日）資料より

前立腺癌の骨転移検出のための全身MRI撮像の細則
http://www.jsmrm.jp/modules/bulletin01/index.php?page=article&storyid=367

一般社団法人日本磁気共鳴医学会＜画像処理、読影環境、評価項目等に関する細則＞
1. 階調処理： 拡散強調像の階調設定においてウィンドウ幅が広すぎると骨転移巣の視認性が低下するおそれがある
ため、拡散強調像では骨転移巣が高信号になるようにウィンドウ幅 (window width) とウィンドウ値 (window level) 
を調整する必要がある。また、白黒反転表示を行ってもよい。

2. 融合画像: 拡散強調像における異常信号域の解剖学的位置を把握しやすくなるように、T1強調像やT2強調像な
どの他のシーケンスとの融合画像を作ることが望ましい。

3. 使用する Picture Archiving and Communication Systems (PACS)、ワークステーションの種類は問わないが、「医
薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（医薬品医療機器等法）」に基づいて医療機器
認証を取得したものに限る。

4. 本検査はあくまでも前立腺癌の骨転移の検出に特化した検査であり、病変局所の詳細な評価を目的としたもので
はない。よって評価項目は骨転移のみである。前立腺癌局所、リンパ節転移、骨転移以外の遠隔転移巣、播種巣、
他臓器の腫瘍や大動脈瘤などの偶発所見については評価対象外である。

5. 検査前に予め患者へ説明し、書面にて同意をとること。その際、本検査で異常所見が見つかった場合は後日改め
て精査する可能性があることも説明すること。

細則の改正
令和2年1月29日 細則案作成、日本磁気共鳴医学会のホームページに掲載し意見を募集
令和2年2月27日 細則案一部改正
令和2年2月28日 日本磁気共鳴医学会理事会承認
令和2年3月3日 日本磁気共鳴医学会ホームページにて公開

http://www.jsmrm.jp/modules/bulletin01/index.php?page=article&storyid=367
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２０２０年度診療報酬改定内容

日本磁気共鳴医学会：前立腺癌の骨転移検出のための全身MRI撮像の細則（2020年3月3日）資料より

前立腺癌の骨転移検出のための全身MRI撮像の同意書（例）
http://www.jsmrm.jp/modules/bulletin01/index.php?page=article&storyid=367

一般社団法人日本磁気共鳴医学会

http://www.jsmrm.jp/modules/bulletin01/index.php?page=article&storyid=367
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改定前 改定後

Ｅ２００ （略）

2018年11月以降、準用技術として

以下のPET検査の点数を撮影料した

7,500点

Ｅ２００ （略）

Ｅ２００－２ 血流予備量比コンピューター断層撮影料

9,400点

注１ 血流予備量比コンピューター断層撮影の種類又は回数に
かかわらず、月１回に限り算定できるものとする。

注２ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行わ
れる場合に限り算定する。

血流予備量比コンピューター断層撮影料の新設

新

２０２０年度診療報酬改定内容

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より

いわゆるハートフローFFRCTとして、2018年11月に保険適用が認められたが、

準用技術としてＰＥＴ検査の点数（7,500点）が撮影点数として適用され、

これが今回の改定で改めて正式に撮影料として点数化（9,400点）されたもの。

なお、上記の準用技術点数に、CT撮影料、冠動脈CT撮影加算を算定した場合、

全体の撮影料としては7,500点＋1,000点＋600点で、合計9,100点となる。

ここに画像診断管理加算2（180点）、加算３（３００点）を足すと、

それぞれ加算2で合計9,280点、加算3で合計9,400点となる。

したがって、今回の撮影料としての点数評価はそれを踏襲した内容となっている。
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血流予備量比コンピューター断層撮影料の新設

FFRCTの解析に関する留意事項（2018年11月30日発）

別添１の第２章第４部第３節Ｅ２０３に次を加える。
（４） FFRCTの解析を行うものとして薬事承認を取得したプログラムを用いた解析結果を参照してコンピューター
断層撮影による診断を行った場合には、画像診断通則の「５」「画像診断管理加算」の所定点数、コンピュータ
ー断層撮影診断料通則の「３」の所定点数、Ｅ １ ０１ －２ ポジトロン断層撮影の「２」の所定点数、Ｅ２００コン
ピューター断層撮影（ＣＴ撮影）（一連につき） の「１」「イ」「（２）」及び「注４」の所定点数並びにＥ２０３コンピュー
ター断層診断の所定点数を合算した点数を準用して算定できる。

ア 本検査の結果によりFFRCT陰性にも関わらず、本検査実施後９０日以内に冠動脈造影検査（Ｄ２０６ 心臓
カテーテル法による諸検査）を行った場合は、主たる技術の所定点数のみを算定する。

イ 本検査の算定にあっては、Ｅ２００のうち準用点数に掲げるもの、Ｄ０６「注４」、Ｄ２１５「３」「ホ」、Ｅ１０１、
Ｅ１０１－２、Ｅ１－３、Ｅ１０１－４、Ｅ１０２及びＥ２０２との併算定はできない。

ウ 検査結果と、患者に説明した内容を診療録に記載した場合に算定出来る。

エ 心臓CT撮影が必要な医学的理由、心臓CTによる診断のみでは治療方針の決定が困難である理由を患者
に説明した書面又はその写を診療録に貼付すること。

オ 関連学会が定める「FFRCT適正使用指針」（2018年12月改訂）に従って使用した場合に限り算定で
きる。算定にあたっては、下記について診療報酬明細書の「摘要欄」に記載および添付すること。
（イ） 実施施設が日本循環器学会の研修施設、日本心血管インターベンション治療学会の研修施設及び

日本医学放射線学会の総合修練機関のいずれにも該当すること並びにその証明書。
（ロ） 本品によるFFR値。

FFRCTの解析に関する留意事項より（2018年11月30日発）

※FFRCTの適正使用指針
http://www.j-circ.or.jp/topics/FFRCT_tekisei_shishin_h301201.pdf

http://www.j-circ.or.jp/topics/FFRCT_tekisei_shishin_h301201.pdf
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新

２０２０年度診療報酬改定内容

血流予備量比コンピューター断層撮影に関する留意事項

Ｅ２００－２ 血流予備量比コンピューター断層撮影
(１) 血流予備量比コンピューター断層撮影は、血流予備量比コンピューター断層撮影の解析を行うも
のとして薬事承認を取得したプログラムを用いた解析結果を参照して、コンピューター断層撮影による
診断を行った場合に限り算定する。
(２) 血流予備量比コンピューター断層撮影の結果により、血流予備量比が陰性にもかかわらず、本検
査実施後90日以内に区分番号「Ｄ２０６」心臓カテーテル法による諸検査を行った場合は、主たるもの
の所定点数のみ算定する。
(３) 血流予備量比コンピューター断層撮影と区分番号「Ｄ２０６」の「注４」冠動脈血流予備能測定検
査加算、区分番号「Ｄ２１５」の「３」の「ホ」負荷心エコー法、区分番号「Ｅ１０１」シングルホトンエミッショ
ンコンピューター断層撮影（同一のラジオアイソトープを用いた一連の検査につき）、区分番号「Ｅ１０１
－２」ポジトロン断層撮影、区分番号「Ｅ１０１－３」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影（一連
の検査につき）、区分番号「Ｅ１０１－４」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影（一連の
検査につき）、区分番号「Ｅ１０２」核医学診断、区分番号「Ｅ２００」コンピューター断層撮影（ＣＴ撮影）（
一連につき）及び区分番号「Ｅ２０２」磁気共鳴コンピューター断層撮影（ＭＲＩ撮影）（一連につき）は併せ
て算定できない。
(４) 血流予備量比コンピューター断層撮影の検査結果及び検査結果に基づき患者に説明した内容を
診療録に記載すること。
(５) 血流予備量比コンピューター断層撮影が必要な医学的理由及び冠動脈ＣＴ撮影による診断のみ
では治療方針の決定が困難である理由を患者に説明した書面又はその写しを診療録に添付すること。
(６) 血流予備量比コンピューター断層撮影による血流予備量比の値を診療報酬明細書の摘要欄に記
載すること。
(７) 関連学会が定める適正使用指針に沿って実施すること。

診療報酬改定に関する省令・告示・通知・事務連絡等（2020年3月5日）資料より
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新

２０２０年度診療報酬改定内容

(１) 64 列以上のマルチスライス型のＣＴ装置を有していること。
(２) 画像診断管理加算２又は３に関する施設基準を満たすこと。
(３) 次のいずれにも該当すること。
ア 許可病床数が 200 床以上の病院であること。
イ 循環器内科、心臓血管外科及び放射線科を標榜している保険医療機関であること。
ウ ５年以上の循環器内科の経験を有する常勤の医師が２名以上配置されており、５年以上の心
臓血管外科の経験を有する常勤の医師が１名以上配置されていること。
エ ５年以上の心血管インターベンション治療の経験を有する常勤の医師が１名以上配置されて
いること。なお、ウに掲げる医師と同一の者であっても差し支えない。
オ 経皮的冠動脈形成術を年間 100 例以上実施していること。
カ 画像診断を専ら担当する常勤の医師（専ら画像診断を担当した経験を 10 年以上有するもの
又は当該療養について関係学会から示されている２年以上の所定の研修（専ら放射線診断に関
するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むも
のであること。）を修了し、その旨が登録されているものに限る。）が３名以上配置されていること。
なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影
に携わっている者をいう。
キ 放射線治療に専従の常勤の医師（放射線治療の経験を５年以上有するものに限る。）が１名
以上配置されていること。
ク 日本循環器学会の研修施設、日本心血管インターベンション治療学会の研修施設及び日本
医学放射線学会の総合修練機関のいずれにも該当すること。

血流予備量比コンピューター断層撮影に関する施設基準

施設基準はかなり厳しい条件となっている！

診療報酬改定に関する省令・告示・通知・事務連絡等（2020年3月5日）資料より
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改定前 改定後

【新生児頭部外傷撮影加算、乳幼児頭部外傷撮影
加算、幼児頭部外傷撮影加算】

通則４ 新生児、３歳未満の乳幼児（新生児を除
く。）又は３歳以上６歳未満の幼児に対して区分
番号E200から区分番号E202までに掲げるコン
ピューター断層撮影を行った場合は、新生児加算、
乳幼児加算又は幼児加算として、それぞれ所定点
数の100分の80、100分の50又は100分の30に相
当する点数を加算する。

【新生児頭部外傷撮影加算、乳幼児頭部外傷撮影
加算、幼児頭部外傷撮影加算】

通則４ 新生児、３歳未満の乳幼児（新生児を除
く。）又は３歳以上６歳未満の幼児に対して区分
番号E200から区分番号E202までに掲げるコン
ピューター断層撮影を行った場合（頭部外傷に対
してコンピューター断層撮影を行った場合を除
く。）は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算
として、それぞれ所定点数の100分の80、100分
の50又は100分の30に相当する点数を加算する。

改

小児頭部外傷の際のＣＴ撮影に係る

新生児、乳幼児、幼児加算の要件の見直し

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
小児の頭部外傷に対するコンピューター断層撮影については、ガイドラインに沿

った診療を推進する観点から、頭部ＣＴ検査における新生児、乳幼児及び幼児加
算について、小児の意識障害の判定が成人と比べ困難であることを踏まえ評価を
見直す。

第２ 具体的な内容
小児頭部外傷患者に対して頭部ＣＴを撮影した場合の加算を新設する。

また、加算の要件としてガイドラインに沿った撮影を行うこととし、その医学的根拠
を診療報酬明細書の摘要欄に記載することを求める。

新

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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改定前 改定後

［算定要件］

なお、頭部外傷に対してコンピューター断層撮影
場合は、新生児頭部外傷撮影加算、乳幼児頭部外
傷撮影加算、幼児頭部外傷撮影加算として、

それぞれ所定の点数の100分の85、100分の55又
は100分の35に相当する点数を加算する。

［算定要件］

「４」の新生児頭部外傷撮影加算、乳幼児頭部外
傷撮影加算及び幼児頭部外傷撮影加算は、６歳未
満の小児の頭部外傷に対して、関連学会が定める
ガイドラインに沿って撮影を行った場合に限り算
定する。この場合において、その医学的根拠につ
いて診療報酬明細書の摘要欄に以下のアからカの
いずれかを記載し、カによる場合は、その理由及
び医学的な根拠を記載すること。

ア GCS≦14

イ 頭蓋骨骨折の触知、徴候

ウ 意識変容（興奮、傾眠、会話の反応が鈍い等）

エ 受診後の症状所見の悪化

オ 親の希望

カ その他

２０２０年度診療報酬改定内容

小児頭部外傷の際のＣＴ撮影に係る

新生児、乳幼児、幼児加算の要件の見直し

新

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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２０２０年度診療報酬改定内容

診療報酬改定に関する省令・告示・通知・事務連絡等（2020年3月5日）資料より



中医協総会資料より
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２０２０年度診療報酬改定内容

【コンピューター断層撮影診断料通則】

問113 医科点数表第２章第４部画像診断第３節コンピューター断層撮影
診断料の通則４の新生児頭部外傷撮影加算、乳幼児頭部外傷撮影加算
、幼児頭部外傷撮影加算について関連学会が定めるガイドラインとは、ど
のようなガイ ドラインを指すのか。

（答）日本医学放射線学会の画像診断ガイドラインを指す。

診療報酬改定に関する疑義解釈の送付（2020年3月31日）資料より

疑義解釈資料の送付について（その１）
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改定前 改定後

【コンピューター断層撮影（ＣＴ撮影）（一連に
つき）（注加算）】

注４ ＣＴ撮影について、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関において、冠動脈の
ＣＴ撮影を行った場合は、冠動脈ＣＴ撮影加算と
して、600点を所定点数に加算する。

【コンピューター断層撮影（ＣＴ撮影）（一連に
つき）（注加算）】

注４ ＣＴ撮影について、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚生

局長等に届け出た保険医療機関において、冠動脈
のＣＴ撮影を行った場合は、冠動脈ＣＴ撮影加算
として、600点を所定点数に加算する。

改

冠動脈ＣＴ撮影の算定要件の追加

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
日本循環器学会等による診療ガイドラインを踏まえたエビデンスに基づく診療を進

めるため、安定冠動脈疾患の診断等に用いられる様々な検査法について、検査の
実態及び有用性等を踏まえ評価を見直すとともに、検査の適応疾患や目的が明確
になるよう要件を見直す。

第２ 具体的な内容
心筋梗塞のリスクや治療の緊急性が低い患者に対する、安定冠動脈疾患の診断

を目的としたコンピューター断層撮影（ＣＴ撮影）の冠動脈ＣＴ撮影加算について、適
応疾患や目的を確認するため、診療報酬明細書の摘要欄に疾患や医学的根拠の
記載をすることを算定要件に追加する。

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より



44

改定前 改定後

［算定要件］

(８) 「注４」に規定する冠動脈ＣＴ撮影
加算は、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生
（支）局長に届け出た保険医療機関にお
いて、64列以上のマルチスライス型のＣ
Ｔ装置を使用し、冠動脈を撮影した上で
三次元画像処理を行った場合に限り算定
する。

(８) 「注４」に規定する冠動脈ＣＴ撮影加算は、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生（支）局長に届け出た保険医療機関において、
以下のアからオまでの場合に、64 列以上のマルチスライ
ス型のＣＴ装置を使用し、冠動脈を撮影した上で三次元
画像処理を行った場合に限り算定する。この場合におい
て、その医学的根拠について診療報酬明細書の摘要欄に
該当項目を記載すること。また、オに該当する場合は、
その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載するこ
と。

ア 諸種の原因による冠動脈の構造的・解剖学的異常（超
音波検査等の所見から疑われた場合に限る。）

イ 急性冠症候群（血液検査や心電図検査等により治療の
緊急性が高いと判断された場合に限る。）

ウ 狭心症（定量的負荷心電図又は負荷心エコー法により
機能的虚血が確認された場合又はその確認が困難な場合
に限る。）

エ 狭心症等が疑われ、冠動脈疾患のリスク因子（糖尿病、
高血圧、脂質異常症、喫煙等）が認められる場合

オ その他、冠動脈ＣＴ撮影が医学的に必要と認められる
場合

２０２０年度診療報酬改定内容

冠動脈ＣＴ撮影の算定要件の追加

新

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より

「オ.その他」については

その詳細な理由を

診療報酬明細書の

摘要欄に記載することが

義務付けられた！
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改定前 改定後

Ｅ１０１－２ ポジトロン断層撮影

１～３ （略）

注１～３ （略）

Ｅ１０１－３ ポジトロン断層・コンピューター断
層複合撮影（ 一連の検査につき）

Ｅ１０１－４ ポジトロン断層・磁気共鳴コン
ピューター断層複合撮影（一連の検査につき）

Ｅ１０１－２ ポジトロン断層撮影

１～３ （略）

注１～３ （略）

注４ 新生児、３歳未満の乳幼児（新生児を除
く。）又は３歳以上６歳未満の幼児に対して断
層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加
算又は幼児加算として、1,600点、1,000点又は
600点を所定点数に加算する。ただし、注３の規
定により所定点数を算定する場合においては、
1,280点、800点又は480点を所定点数に加算す
る。

※注３とは別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ている保険医療機関以外の保険医療機関において行われ
る場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により
算定する。

※同上

※同上

ポジトロン断層撮影における

新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算の新設

新

２０２０年度診療報酬改定内容

新

新

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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２０２０年度診療報酬改定内容

ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロ
ン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影又は乳房用ポジトロン断層撮
影に係る費用を算定するための施設基準

(１) 核医学診断の経験を３年以上有し、かつ、所定の研修を修了した常勤医師が１
名以上いること。
(２) 診断撮影機器ごとに、ＰＥＴ製剤の取扱いに関し、専門の知識及び経験を有す
る専任の診療放射線技師が１名以上いること。
２ 該当しない場合は所定点数の100分の80に相当する点数を算定することとなる

施設基準
ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層

・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影又は乳房用ポジトロン断層撮影に使用する画
像診断機器の施設共同利用率について、別添２の様式 36 に定める計算式により算
出した数値が100分の30以上であること（ただし、特定機能病院、がん診療の拠点と
なる病院又は高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律（平成
20 年法律第93号）第４条第１項に規定する国立高度専門医療研究センターの設置
する保険医療機関を除く。）。がん診療の拠点となる病院とは、第 11 の２がん治療
連携計画策定料、がん治療連携指導料の２と同様であること。

＜参考＞

診療報酬改定に関する省令・告示・通知・事務連絡等（2020年3月5日）資料より



47

Ｅ１０１－２ポジトロン断層撮影における

心サルコイドーシスの診断の追加

２０２０年度診療報酬改定内容

新

Ｅ１０１－２ ポジトロン断層撮影
(１) ポジトロン断層撮影は、撮影の方向、スライスの数、撮影の部位数及び疾患の種
類等にかかわらず所定点数のみにより算定する。
(２) 18ＦＤＧを用いたポジトロン断層撮影については、てんかん、心疾患若しくは血管
炎の診断又は悪性腫瘍（早期胃癌を除き、悪性リンパ腫を含む。）の病期診断若しく
は転移・再発の診断を目的とし、次の表に定める要件を満たす場合に限り算定する。

（以下は表より抜粋）

心疾患において、虚血性心疾患による心不全患者における心筋組織のバイアビリテ
ィ診断（ 他の検査で判断のつかない場合に限る。）、心サルコイドーシスの診断（心臓
以外で類上皮細胞肉芽腫が陽性でサルコイドーシスと診断され、かつ心臓病変を疑う
心電図又は心エコー所見を認める場合に限る。）又は心サルコイドーシスにおける炎症
部位の診断が必要とされる患者に使用する。

診療報酬改定に関する省令・告示・通知・事務連絡等（2020年3月5日）資料より



48＊日本核医学会要望資料より
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２０２０年度診療報酬改定内容

＜参考＞

ＣＴ透視下気管支鏡検査加算に関する施設基準

(１) 区分番号「Ｅ２００」コンピューター断層撮影の「１」ＣＴ撮影の「イ」64 
列以上のマルチスライス型の機器による場合又は「ロ」16 列以上 64 列未
満のマルチスライス型の機器による場合に係る施設基準のいずれかを現に
届け出ていること。

(２) 専ら呼吸器内科又は呼吸器外科に従事し、呼吸器系疾患の診療の
経験を５年以上有する常勤の医師が配置されていること。

(３) 診療放射線技師が配置されていること。

診療報酬改定に関する省令・告示・通知・事務連絡等（2020年3月5日）資料より
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２０２０年度診療報酬改定内容

＜参考＞

(１) 小児科、脳神経内科、脳神経外科、精神科、神経科又は心療内科を標榜している保険医療機
関であること。
(２) 長期脳波ビデオ同時記録検査を年間 50 例以上実施していること。
(３) てんかんの治療を目的とする手術を年間 10 例以上実施していること。ただし、てんかんの治
療を目的とする手術を年間 10 例以上実施している保険医療機関との連携体制が整備されている
場合は、この限りではない。
(４) ３テスラ以上のＭＲＩ装置、ポジトロン断層撮影装置及びシングルホトンエミッションコンピュータ
ー断層撮影装置を有していること。ただし、これらの装置を有している保険医療機関との連携体制
が整備されている場合は、この限りでない。
(５) てんかんに係る診療の経験を５年以上有する常勤の医師が１名以上配置されていること。
(６) 長期脳波ビデオ同時記録検査の経験を１年以上有する常勤の看護師及び常勤の臨床検査技
師がそれぞれ１名以上配置されていること。
(７) てんかん発作の常時監視及びてんかん発作に対する迅速な対応が可能な体制がとられている

こと。
(８) 複数診療科によるてんかん診療に関するカンファレンス、内科的治療と外科的治療との連携等
、専門的で高度なてんかん医療を行っていること。
(９) 関係学会により教育研修施設として認定された施設であること。
(10) 当該保険医療機関以外の施設に脳波診断を委託していないこと。
(11) 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、厚生労働省「
医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確
保していること。

Ｄ２３５－３長期脳波ビデオ同時記録検査１に関する施設基準

診療報酬改定に関する省令・告示・通知・事務連絡等（2020年3月5日）資料より
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改定前 改定後

【第２部入院料等】

［算定要件］

(６) (２)の規定により入院中の患者が他医療機
関を受診する日の入院医療機関における診療報酬
の算定については、以下のとおりとすること。こ
の場合において、１点未満の端数があるときは、
小数点以下第一位を四捨五入して計算すること。

【第２部入院料等】

［算定要件］

(６) (２)の規定により入院中の患者が他医療機
関を受診する日の入院医療機関における診療報酬
の算定については、以下のとおりとすること。こ
の場合において、１点未満の端数があるときは、
小数点以下第一位を四捨五入して計算すること。

高度な医療機器の効率的な利用の推進

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
ポジトロン断層撮影のより効率的な利用を推進する観点から、ポジトロン断

層撮影を受けるために、入院中の患者が他医療機関を受診した場合につい
て評価を見直す。

第２ 具体的な内容
ポジトロン断層撮影を目的に、入院中の患者の他医療機関受診時の入院料

の減額について取扱いを緩和する。

改

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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改定前 改定後

ア 入院医療機関において、当該患者が出来高入院
料を算定している場合は、出来高入院料は当該出
来高入院料の基本点数の10％を控除した点数によ
り算定すること。ただし、他医療機関において、
区分番号「Ｍ００１」体外照射の３の強度変調放

射線治療（ＩＭＲＴ）、区分番号「Ｍ００１－
２」ガンマナイフによる定位放射線治療、区分番
号「Ｍ００１－３」直線加速器による放射線治療
の１の定位放射線治療の場合又は区分番号「Ｍ０
０１－４」粒子線治療に係る費用を算定する場合
は、出来高入院料は当該出来高入院料の基本点数
の５％を控除した点数により算定すること。

ア 入院医療機関において、当該患者が出来高入
院料を算定している場合は、出来高入院料は当

該出来高入院料の基本点数の10％を控除した点
数により算定すること。ただし、他医療機関にお
いて、区分番号「Ｅ１０１」シングルホトンエ
ミッションコンピューター断層撮影、区分番号
「Ｅ１０１－２」ポジトロン断層撮影、区分番号
「Ｅ１０１－３」ポジトロン断層・コンピュー
ター断層複合撮影、「区分番号「Ｅ１０１－４」
ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複
合撮影、区分番号「Ｅ１０１－５」乳房用ポジ

トロン断層撮影 区分番号「Ｍ００１」体外照射
の３の強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ）、区分番
号「Ｍ００１－２」ガンマナイフによる定位放射
線治療、区分番号「Ｍ００１－３」直線加速器に
よる放射線治療の１の定位放射線治療の場合又は
区分番号「Ｍ００１－４」粒子線治療に係る費用
を算定する場合は、出来高入院料は当該出来高入
院料の基本点数の５％を控除した点数により算定
すること。

※ イ、ウ、特定入院料等についても同様

改

２０２０年度診療報酬改定内容

高度な医療機器の効率的な利用の推進

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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２０２０年度診療報酬改定内容

診療報酬改定に関する省令・告示・通知・事務連絡等（2020年3月5日）資料より
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改定前 改定後

【経皮的冠動脈形成術（３ その他のもの）】

１ 急性心筋梗塞に対するもの

32,000点

２ 不安定狭心症に対するもの

22,000点

３ その他のもの

19,300点

【経皮的冠動脈形成術（３ その他のもの）】

１ 急性心筋梗塞に対するもの

36,000点

２ 不安定狭心症に対するもの

22,000点

３ その他のもの

19,300点

改

安定冠動脈疾患に対する

経皮的冠動脈インターベンションの要件の見直し

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
安定冠動脈疾患において待機的に実施される経皮的冠動脈インターベンション

について、日本循環器学会等による診療ガイドラインを踏まえ要件を見直す。

第２ 具体的な内容
安定冠動脈疾患に対して待機的に実施され、機能的虚血又は高度狭窄が存在

することが確認されていない病変に対する経皮的冠動脈形成術及び経皮的冠動
脈ステント留置術については、循環器内科又は心臓血管外科を含む複数診療科
の医師が参加するカンファレンス等の実施を要件とする。

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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改定前 改定後

［算定要件］

(4) 「３」のその他のものは、原則として次のい
ずれかに該当する病変に対して実施した場合に算
定する。なお、診療報酬明細書の摘要欄にアから
ウまでのいずれかの要件を満たす医学的根拠につ
いて記載すること。また、医学的な必要性からそ
れ以外の病変に対して実施する場合は、その詳細
な理由を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記
載すること。

ア 一方向から造影して90％以上の狭窄病変

イ 安定労作性狭心症の原因と考えられる狭窄病変
（他に有意狭窄病変を認めない場合に限る。）

ウ 機能的虚血の評価のための検査を実施し、機能
的虚血の原因と確認されている狭窄病変

［算定要件］

(4) 「３」のその他のものは、原則として次のい
ずれかに該当する病変に対して実施した場合に算
定する。なお、診療報酬明細書の摘要欄にアから
ウまでのいずれかの要件を満たす医学的根拠につ
いて記載すること。なお、ウの病変に対して実施
する場合は、循環器内科又は心臓血管外科を担当
する医師が複数名参加するカンファレンス等によ
り医学的な必要性を検討すること。また、実施の
医学的な必要性及び検討の結果を診療録及び診療
報酬明細書の摘要欄に記載すること。

ア 機能的虚血の原因である狭窄病変

イ 区分番号「D206」に掲げる心臓カテーテル

法における90％以上の狭窄病変

ウ その他医学的必要性が認められる病変

２０２０年度診療報酬改定内容

安定冠動脈疾患に対する

経皮的冠動脈インターベンションの要件の見直し

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より

「ウ.その他」についてはカンファレンスを実施し、

その医学的必要性を検討し、検討結果を診療録や

診療報酬明細書の摘要欄等に記載することが

義務付けられた！
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改定前 改定後

(8) 当該手術が、日本循環器学会、日本冠疾患学
会、日本冠動脈外科学会、日本胸部外科学会、日
本心血管インターベンション治療学会、日本心臓
血管外科学会、日本心臓病学会及び日本糖尿病学
会の承認を受けた「安定冠動脈疾患における待機
的ＰＣＩのガイドイン（2011 年改訂版）」「虚
血性心疾患に対するバイパスグラフトと手術術式
の選択ガイドライン（2011 年改訂版）」と両ガ
イドラインに記載された「ＰＣＩ／ＣＡＢＧの適
応に関するガイドライン(安定冠動脈疾患に対す
る冠血行再建術(ＰＣＩ／ＣＡＢＧ）：ステート
メント＆適応（冠動脈血行再建術協議会））」及
び「非ＳＴ上昇型急性冠症候群の診療に関するガ

イドライン（2012 年改訂版）」に沿って行われ
た場合に限り算定する。

(8) 当該手術が、日本循環器学会、日本冠疾患学
会、日本胸部外科学会、日本心血管インターベン
ション治療学会、日本心臓血管外科学会、日本心
臓病学会、日本集中治療医学会、日本心臓リハビ
リテーション学会及び日本不整脈心電学会の承認
を受けた「急性冠症候群ガイドライン（2018 年
改訂版）」又は「安定冠動脈疾患の血行再建ガイ
ドライン（2018年改訂版）」に沿って行われた
場合に限り算定する。

※ 経皮的冠動脈ステント留置術（３ その他のも
の）についても同様。

２０２０年度診療報酬改定内容

安定冠動脈疾患に対する

経皮的冠動脈インターベンションの要件の見直し

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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改定前 改定後

Ｄ２０６ 心臓カテーテル法による諸検査（一連の
検査について）

１・２ （略）

注１ （略）

注２ 当該検査に当たって、卵円孔又は欠損孔を通

しての左心カテーテル検査、経中隔左心カテーテ
ル検査（ブロッケンブロー）、伝導機能検査、ヒ
ス束心電図、診断ペーシング、期外（早期）刺激
法による測定・誘発試験、冠攣縮誘発薬物負荷試
験又は冠動脈造影を行った場合は、卵円孔・欠損
孔加算、ブロッケンブロー加算、伝導機能検査加
算、ヒス束心電図加算、診断ペーシング加算、期
外刺激法加算、冠攣縮誘発薬物負荷試験加算又は
冠動脈造影加算として、それぞれ800点、2,000
点、200点、200点、200点、600点、600点又は
1,400点を加算する。

Ｄ２０６ 心臓カテーテル法による諸検査（一連の
検査について）

１・２ （略）

注１ （略）

注２ 当該検査に当たって、卵円孔又は欠損孔を通

しての左心カテーテル検査、経中隔左心カテーテ
ル検査（ブロッケンブロー）、伝導機能検査、ヒ
ス束心電図、診断ペーシング、期外（早期）刺激
法による測定・誘発試験、冠攣縮誘発薬物負荷試
験又は冠動脈造影を行った場合は、卵円孔・欠損
孔加算、ブロッケンブロー加算、伝導機能検査加
算、ヒス束心電図加算、診断ペーシング加算、期
外刺激法加算、冠攣縮誘発薬物負荷試験加算又は
冠動脈造影加算として、それぞれ800点、2,000
点、400点、400点、400点、800点、800点又は
1,400点を加算する。

改

心臓カテーテル法による諸検査の見直し

２０２０年度診療報酬改定内容

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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改定前 改定後

【超急性期脳卒中加算】

Ａ２０５－２ 超急性期脳卒中加算

（入院初日） 12,000点

［施設基準］

ロ 当該保険医療機関内に、薬剤師が常時配置さ
れていること。

(２) 薬剤師が常時配置されていること。

(３) 診療放射線技師及び臨床検査技師が常時配
置されていること。

(７) コンピューター断層撮影、磁気共鳴コン
ピューター断層撮影、脳血管造影等の必要な脳
画像撮影及び診断が常時行える体制であること。

［算定要件］

（新設）

【超急性期脳卒中加算】

Ａ２０５－２ 超急性期脳卒中加算

（入院初日） 10,800点

［施設基準］

（削除）

（削除）

（削除）

(７) コンピューター断層撮影、磁気共鳴コンピュー
ター断層撮影等の必要な脳画像撮影及び診断、一般血
液検査及び凝固学的検査並びに心電図検査が常時行え
る体制であること。

［算定要件］

(４) 投与に当たっては、必要に応じて、薬剤師、診
療放射線技師及び臨床検査技師と連携を図ること。

改

超急性期脳卒中加算の見直し
２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
脳梗塞の急性期治療に用いるｒｔ－ＰＡ（アルテプラーゼ）静注療法を普及する観点から

、日本脳卒中学会による適正治療指針の改訂や、治療の安全性の確立等を踏まえ、超
急性期脳卒中加算について要件を見直す。

第２ 具体的な内容
１．超急性期脳卒中加算の施設基準及び算定要件について、人員配置や検査の体制
に係る要件及び評価を見直す。

診療放射線技師職の常時配置が

「必要に応じて連携を図ること」

という表現に変更となった！

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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(１) 送信側（画像の撮影が行われる保険医療機関）においては以下の基準を全て満たすこと。
ア 画像の撮影及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を有しており、受信側の保険医療機関以
外の施設へ読影又は診断を委託していないこと。
イ 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、端末の管理や
情報機器の設定等を含め、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵
守し、安全な通信環境を確保していること。

(２) 受信側（画像診断が行われる病院である保険医療機関）においては以下の基準を全て満たす
こと。ただし、歯科診療に係る画像診断については、歯科画像診断管理加算の要件を満たしてい
れば足りるものであること。
ア 画像診断管理加算１、２又は３に関する施設基準を満たすこと。
イ 特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院、又は基本診療料の施設基準等別
表第六の二に規定する地域に所在する病院であること。
ウ 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、端末の管理や
情報機器の設定等を含め、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵
守し、安全な通信環境を確保していること。

遠隔画像診断に関する施設基準

診療報酬改定に関する省令・告示・通知・事務連絡等（2020年3月5日）資料より

「へき地中核病院又はへき地医療支援」

の表記が無くなり、「基本診療料の

施設基準等別表第六の二に規定する

地域に所在する病院」と変更された！

※基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域とは以下の40地域
・ １ 北海道江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町及び奥尻町の地域

～ （中略） ～
・ ４０ 沖縄県石垣市、竹富町及び与那国町の地域

その他の離島等

２０２０年度診療報酬改定内容
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１ ナビゲーションによるもの 2,000点

注) 区分番号Ｋ０５５－２（大腿骨頭回転骨切り術）、Ｋ０５５－３（大腿骨近位部骨切り術、Ｋ０８０の１
（関節形成手術（肩、股、膝））、Ｋ０８１の１（人工骨頭挿入術（肩、股））、Ｋ０８２の１（人工関節置換術
（肩、股、膝））、Ｋ０８２－３の１（人工関節再置換術（肩、股、膝））、Ｋ１３１－２（内視鏡下椎弓切除
術）、Ｋ１３４－２（内視鏡下椎間板摘出（切除）術）、Ｋ１４０（骨盤骨切り術）、Ｋ１４１（臼蓋形成手術）、
Ｋ１４１－２（寛骨臼移動術）、Ｋ１４２（脊椎固定術、椎弓切除術）、Ｋ１４２－３（内視鏡下脊椎固定術）、
Ｋ１５１－２（広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術）、Ｋ１５４－２（顕微鏡使用によるてんかん手術）、Ｋ１５８
（視神経管開放術）、Ｋ１６１（頭蓋骨腫瘍摘出術）、Ｋ１６７（頭蓋内腫瘤摘出術）、Ｋ１６９（頭蓋内腫瘍
摘出術）、Ｋ１７０（経耳的聴神経腫瘍摘出術）、Ｋ１７１（経鼻的下垂体腫瘍摘出術）、Ｋ１７１－２（内
視鏡下経鼻的下垂体腫瘍摘出術）、Ｋ１７２（脳動静脈奇形摘出術）、Ｋ１７４の １（水頭症手術（脳室
穿破術））、Ｋ１９１（脊髄腫瘍摘出術）、Ｋ１９２（脊髄血管腫摘出術）、Ｋ１９３（神経腫切除術）、Ｋ２３
５（眼窩内腫瘍摘出術）、Ｋ２３６（眼窩悪性腫瘍手術）、Ｋ３１３（中耳、側頭骨腫瘍摘出術）、Ｋ３１４
（中耳悪性腫瘍手術（切除））、Ｋ３４０－３～７（内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅰ型～Ⅴ型）、Ｋ３４２（鼻・副
鼻腔腫瘍摘出術）、Ｋ３４３（鼻・副鼻腔悪性腫瘍手術）、Ｋ３４９（上顎洞開窓術）、Ｋ３５０（前頭洞充填
術）、Ｋ３５１（上顎洞血瘤腫手術）、Ｋ３５２（上顎洞根治手術）、Ｋ３５３（鼻内篩骨洞根治手術）、Ｋ３５
４（篩骨洞根治手術）、Ｋ３５５（鼻内前頭洞根治手術）、Ｋ３５６－２（鼻外前頭洞手術）、Ｋ３５７（鼻内
蝶形洞根治手術）、Ｋ３５８（上顎洞篩骨洞根治手術）、Ｋ３５９（前頭洞篩骨洞根治手術）、Ｋ３６０（篩
骨洞蝶形洞根治手術）、Ｋ３６１（上顎洞篩骨洞蝶形洞根治手術）、Ｋ３６２（上顎洞し骨洞前頭洞根治
手術）、Ｋ３６２－２（経上顎洞的顎動脈結手術）、Ｋ３６３（前頭洞し骨洞蝶形洞根治手術）、Ｋ３６４（汎
副鼻腔根治手術）、Ｋ３６５（経上顎洞的翼突管神経切除術）、Ｋ６９５（肝切除術）、Ｋ６９５－２（腹腔
鏡下肝切除術）及びＫ６９７－４（移植用部分肝採取術）に掲げる手術に当たって、ナビゲーションによる
支援を行った場合に算定する。

２０１4年以前の診療報酬内容参考資料：Ｋ９３９ 画像等手術支援加算
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２ 実物大臓器立体モデルによるもの 2,000点

注) 区分番号Ｋ１３６（脊椎、骨盤悪性腫瘍手術）、Ｋ１４２の６（椎弓形成術）、Ｋ１４２－２（脊椎側湾
症手術）、Ｋ１５１－２（広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術）、Ｋ１６２（頭皮、頭蓋骨悪性腫瘍手術）、 Ｋ１
８０（頭蓋骨形成手術）、Ｋ２２８（眼窩骨折整復術）、Ｋ２３６（眼窩悪性腫瘍手術）、Ｋ２３７（眼窩縁形
成手術）、Ｋ３１３（中耳、側頭骨腫瘍摘出術）、Ｋ３１４の２（中耳悪性腫瘍手術（側頭骨摘出術））、Ｋ４
０６の２（口蓋腫瘍摘出術（口蓋骨に及ぶもの））、Ｋ４２７－２（頬骨変形治癒骨折矯正術）、Ｋ４３４（顔
面多発骨折観血的手術）、Ｋ４３６（顎骨腫瘍摘出術）、Ｋ４３７（下顎骨部分切除術）、Ｋ４３８（下顎骨
離断術）、Ｋ４３９（下顎骨悪性腫瘍手術）、Ｋ４４０（上顎骨切除術）、Ｋ４４１（上顎骨全摘術）、Ｋ４４２
（上顎骨悪性腫瘍手術）、Ｋ４４３（上顎骨形成術）、Ｋ４４４（下顎骨形成術）に掲げる手術に当たって、
実物大臓器立体モデルによる支援を行った場合に算定する。

通知
(１) 画像等手術支援加算は、当該技術の補助により手術が行われた場合に算定するものであり、当該
技術が用いられた場合であっても、手術が行われなかった場合は算定できない。 することで、手術を補
助する目的で用いることをいう。
(２) ナビゲーションによるものとは、手術前又は手術中に得た画像を３次元に構築し、手術の過程にお
いて、３次元画像と術野の位置関係をリアルタイムにコンピューター上で処理することをいう。
(３) 実物大臓器立体モデルによるものとは、手術前に得た画像等により作成された実物大臓器立体モ
デルを、手術を補助する目的で用いることをいう。
(４) 患者適合型手術支援ガイドによるものとは、手術前に得た画像等により作成された実物大の患者
適合型手術支援ガイドとして薬事法の承認を得ている医療機器を、人工膝関節置換術又は再置換術を
補助する目的で用いることをいう。

参考資料：Ｋ９３９ 画像等手術支援加算 ２０１4年以前の診療報酬内容
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改定前 改定後

【注の見直し】
２ 実物大臓器立体モデルによるもの 2,000点

注区分番号Ｋ１３６、Ｋ１４２の６、Ｋ１４２－２、Ｋ１５
１－２、Ｋ１６２、Ｋ１８０、Ｋ２２８、Ｋ２３６、Ｋ２３７、Ｋ
３１３、Ｋ３１４の２、Ｋ４０６の２、Ｋ４２７－２、Ｋ４３４、
Ｋ４３６からＫ４４４までに掲げる手術に当たって、実物
大臓器立体モデルによる支援を行った場合に算定する。

【新設】

２ 実物大臓器立体モデルによるもの 2,000点

注区分番号０５５－２（大腿骨頭回転骨切り術）、Ｋ０
５５－３（大腿骨近位部（転子間を含む。）骨切り術）、
Ｋ１３６、Ｋ１４２の６、Ｋ１４２－２、Ｋ１５１－２、Ｋ１
６２、Ｋ１８０、Ｋ２２８、Ｋ２３６、Ｋ２３７、Ｋ３１３、Ｋ
３１４の２、Ｋ４０６の２、Ｋ４２７－２、Ｋ４３４、Ｋ４３
６からＫ４４４までに掲げる手術に当たって、実物大
臓器立体モデルによる支援を行った場合に算定する。

Ｋ９３９－６ 凍結保存同種組織加算 9,960点
注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、心臓、大血管、肝臓、胆
道又は膵臓の手術に当たって、凍結保存された
同種組織である心臓弁又は血管を用いた場合に
算定する。

新

２０１6年度診療報酬改定内容

中医協 総会（2016年2月10日）資料より

新

参考資料：Ｋ９３９ 画像等手術支援加算

（２０１６年度改定で加わったもの）
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注) 区分番号

Ｋ５１３－２（胸腔鏡下肺切除術ーその他のもの）、

Ｋ５１４－２（胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術）、

Ｋ５１４－２ー２（胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術ー区域切除）、

１ ナビゲーションによるもの 2,000点

Ｋ５１１－２（肺切除術ー区域切除）、

２ 実物大臓器立体モデルによるもの 2,000点

Ｋ２２７（ 眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む。））

Ｋ４２７（ 頬骨骨折観血的整復術）

Ｋ４３３ 上顎骨折観血的手術

Ｋ４２９（ 下顎骨折観血的手術）

Ｋ４３３（ 上顎骨折観血的手術）

参考資料：Ｋ９３９ 画像等手術支援加算

（２０１８年度改定で新たに加わったもの）

中医協 総会（201８年2月７日）資料より

２０１８年度診療報酬改定内容
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注) 区分番号１ ナビゲーションによるもの 2,000点

Ｋ１３６（脊椎、骨盤悪性腫瘍手術）

Ｋ１４２－２の１及び２のイ（脊椎側彎症手術の固定術、及び初回挿入）

Ｋ３５０（前頭洞充填術）←ｋ３４９（上顎洞開窓術）術式削除

Ｋ５１３の３から４（胸腔鏡下肺切除術）

２ 実物大臓器立体モデルによるもの 2,000点

該当無し

Ｋ９３９ 画像等手術支援加算
（２０２０年度改定で新たに加わったもの）

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より

２０２０年度診療報酬改定内容
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Ｋ９３９ 画像等手術支援加算
１ ナビゲーションによるもの 2,000点
注区分番号Ｋ０５５－２、Ｋ０５５－３、Ｋ０８０の１、Ｋ０８１の１、Ｋ０８２の１、Ｋ０８２－３の１、Ｋ１
３１－２、Ｋ１３４－２、Ｋ１３６、Ｋ１４０からＫ１４１－２まで、Ｋ１４２（６を除く。）、Ｋ１４２－２の１及
び２のイ、Ｋ１４２－３、Ｋ１５１－２、Ｋ１５４－２、Ｋ１５８、Ｋ１６１、Ｋ１６７、Ｋ１６９からＫ１７２まで
、Ｋ１７４の１、Ｋ１９１からＫ１９３まで、Ｋ２３５、Ｋ２３６、Ｋ３１３、Ｋ３１４、Ｋ３４０－３からＫ３４０
－７まで、Ｋ３４２、Ｋ３４３、Ｋ３５０からＫ３６５まで、Ｋ５１１の２、Ｋ５１３の２からＫ５１３の４、Ｋ５１
４の２、Ｋ５１４－２の２、Ｋ６９５、Ｋ６９５－２並びにＫ６９７－４に掲げる手術に当たって、ナビゲー
ションによる支援を行った場合に算定する。

２ 実物大臓器立体モデルによるもの 2,000点
注区分番号Ｋ０５５－２、Ｋ０５５－３、Ｋ１３６、Ｋ１４２の６、Ｋ１４２－２、Ｋ１５１－２、Ｋ１６２、Ｋ１
８０、Ｋ２２７、Ｋ２２８、Ｋ２３６、Ｋ２３７、Ｋ３１３、Ｋ３１４の２、Ｋ４０６の２、Ｋ４２７、Ｋ４２７－２、Ｋ
４２９、Ｋ４３３、Ｋ４３４及びＫ４３６からＫ４４４までに掲げる手術に当たって、実物大臓器立体モデ
ルによる支援を行った場合に算定する。

３ 患者適合型手術支援ガイドによるもの 2,000点
注 区分番号Ｋ０８２及びＫ０８２－３に掲げる手術に当たって、患者適合型手術支援ガイドによる支
援を行った場合に算定する。

Ｋ９３９－２ 術中血管等描出撮影加算 500点
注 手術に当たって、血管や腫瘍等を確認するために薬剤を用いて、血管撮影を行った場合に算定す
る。

Ｋ９３９ 画像等手術支援加算

＊赤文字のＫコードが2020年度追加分

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より

２０２０年度診療報酬改定内容
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Ｋ９３９－２ 術中血管等描出撮影加算の留意事項

２０２０年度診療報酬改定内容

術中血管等描出撮影加算は脳神経外科手術、冠動脈血行再建術、
区分番号「Ｋ０１７」の遊離皮弁術（顕微鏡下血管柄付きのもの）の「１
」、「Ｋ４７６－３」動脈（皮）弁及び筋（皮）弁を用いた乳房再建術（乳房
切除術）、「Ｋ６９５」肝切除術の「２」から「７」まで、区分番号「Ｋ６９５
－２」腹腔鏡下肝切除術の「２」から「６」まで又は「Ｋ８０３」膀胱悪性
腫瘍手術の「６」においてインドシアニングリーン若しくはアミノレブリン
酸塩酸塩を用いて、蛍光測定等により血管や腫瘍等を確認した際又
は手術において消化管の血流を確認した際に算定する。なお、単にＸ
線用、超音波用又はＭＲＩ用の造影剤を用いたのみでは算定できない。

＜参考＞

診療報酬改定に関する省令・告示・通知・事務連絡等（2020年3月5日）資料より
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２０２０年度診療報酬改定内容

仮想気管支鏡画像を用いた気管支鏡検査

【保険適用された技術】
経気管肺生検法（仮想気管支鏡を用いた場合） 5,000点

【技術の概要】
CTから構築した病変への気管支ルートの仮想気管支鏡の画像をリアルタイム
に実際の気管支鏡画像に合わせて表示させることで、経気管肺生検をサポー
トする技術。

【技術の有用性及び安全性】
・経気管肺生検と比較し、診断率が高い（11％改善）。
・合併症率は低く（1％）、経気管肺生検と同等。

新

診療報酬改定に関する省令・告示・通知・事務連絡等（2020年3月5日）資料より
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２０２０年度診療報酬改定内容

日本呼吸器内視鏡学会医療技術評価提案書資料より
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２０２０年度診療報酬改定内容

日本呼吸器内視鏡学会医療技術評価提案書資料より
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改定前 改定後

【超音波検査】

２ 断層撮影法（心臓超音波検査を除く。）

イ 胸腹部 530点

ロ 下肢血管 450点

ハ その他（頭頸部、四肢、体表、末梢血管
等） 350点

【超音波検査】

２ 断層撮影法（心臓超音波検査を除く。）

イ 胸腹部 530点

ロ 下肢血管 450点

ハ その他（頭頸部、四肢、体表、末梢血管等） 350点

［算定要件］

(９) 「２」の「イ」を算定する場合は、検査をした領域
について診療報酬明細書の摘要欄に該当項目を記載する
こと。また、カに該当する場合は、具体的な臓器又は領
域を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

ア 消化器領域（肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・消化器）

イ 腎・泌尿器領域（腎臓・膀胱・尿管・前立腺）

ウ 女性生殖器領域（卵巣・卵管・子宮）

エ 血管領域（大動脈・大静脈等）

オ 胸腔内・腹腔内の貯留物等

カ その他

改

超音波検査（胸腹部）の評価の見直し
２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
超音波検査のうち胸腹部の断層撮影法について、対象となる臓器や領域により検査の内

容が異なることを踏まえ、その実態を把握するため要件を見直す。

第２ 具体的な内容
超音波検査のうち胸腹部等の断層撮影法を算定する際、検査を実施した臓器や領域につ

いて、診療報酬明細書の摘要欄に記載を求める。

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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改定前 改定後

Ｄ２１５ 超音波検査

（記録に要する費用を含む。）

３ 心臓超音波検査

イ～ハ（略）

ニ 胎児心エコー法

注１ （略）

注２ 当該検査に伴って診断を行った場合は、
胎児心エコー法診断加算として、700点
を所定点数に加算する。

Ｄ２１５ 超音波検査

（記録に要する費用を含む。）

３ 心臓超音波検査

イ～ハ（略）

ニ 胎児心エコー法

注１ （略）

注２ 当該検査に伴って診断を行った場合は、

胎児心エコー法診断加算として、1,000点
を所定点数に加算する。

改

超音波検査（胎児心エコー法）の評価の見直し

２０２０年度診療報酬改定内容

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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(１) 循環器内科、小児科又は産婦人科の経験を５年以上有し、胎児
心エコー法を 20 症例以上経験している医師が配置されていること。

(２) 当該保険医療機関が産婦人科を標榜しており、当該診療科におい
て常勤の医師が２名以上配置されていること。ただし、胎児心エコー法
を実施する医師が専ら循環器内科又は小児科に従事している場合にあ
っては、当該診療科において常勤の医師が配置されていること。

(３) 倫理委員会が設置されており、必要なときは事前に開催すること。

胎児心エコー法に関する施設基準

診療報酬改定に関する省令・告示・通知・事務連絡等（2020年3月5日）資料より
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改定前 改定後

【超音波検査】

注２ ２について、パルスドプラ法を行った
場合は、パルスドプラ法加算として、

200点を所定点数に加算する。

【超音波検査】

注２ ２について、パルスドプラ法を行っ
た場合は、パルスドプラ法加算として、

150点を所定点数に加算する。

改

超音波検査におけるパルスドプラ加算の評価の見直し

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
超音波診断装置の高性能化により、超音波検査のパルスドプラ機能が標準的

に搭載される機能となっていることを踏まえ、パルスドプラ法加算について評価を
見直す。

第２ 具体的な内容
超音波検査におけるパルスドプラ法加算の評価を見直す。

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より



中医協総会資料より
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改定前 改定後

【超音波検査】

［算定要件］

【超音波検査】

［算定要件］

（３） 超音波検査（「３」の「ニ」の胎児
心エコー法を除く。）を算定するに当たって
は、医師が、当該検査で得られた主な所見を
診療録に記載し、画像を診療録に添付するこ
と又は医師若しくは臨床検査技師が、報告書
を作成し、その報告書及び画像を診療録に添
付すること。

超音波検査の評価（要件）の見直し

新

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
超音波検査について、主な所見等を報告書又は診療録に記載するよう要件

を見直す。

第２ 具体的な内容
超音波検査について画像を診療録に添付し、かつ、当該検査で得られた所

見等を報告書又は診療録へ記載した場合に算定できることとする。

２月７日の答申の時点では診療放射線技師職

の名称が抜けているが、修正された！
中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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超音波検査の評価（要件）の見直し

２０２０年度診療報酬改定内容

３月５日の公示の時点では診療放射線技師職等が含まれている！

Ｄ２１５ 超音波検査の留意事項

(１) 「１」から「５」までに掲げる検査のうち２以上のものを同一月内に同一の部位につ
いて行った場合、同一月内に２回以上行った場合の算定方法の適用においては、同
一の検査として扱う。
(２) 超音波検査を同一の部位に同時に２以上の方法を併用する場合は、主たる検査
方法により１回として算定する。また、同一の方法による場合は、部位数にかかわらず
、１回のみの算定とする。
(３) 超音波検査（「３」の「ニ」の胎児心エコー法を除く。）を算定するに当たっては、当
該検査で得られた主な所見を診療録に記載すること又は検査実施者が測定値や性状
等について文書に記載すること。なお、医師以外が検査を実施した場合は、その文書
について医師が確認した旨を診療録に記載すること。
(４) 検査で得られた画像を診療録に添付すること。また、測定値や性状等について文
書に記載した場合は、その文書を診療録に添付すること。
(５) 超音波検査の記録に要した費用（フィルム代、印画紙代、記録紙代、テープ代等）
は、所定点数に含まれる。
(６) 体表には肛門、甲状腺、乳腺、表在リンパ節等を含む。

以下省略

診療報酬改定に関する省令・告示・通知・事務連絡等（2020年3月5日）資料より



中医協・総会（2019年10月23日開催分）資料より



中医協総会資料より
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新

２０２０年度診療報酬改定内容

診療報酬改定に関する省令・告示・通知・事務連絡等（2020年3月5日）資料より
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改定前 改定後

【超音波検査】

２ 断層撮影法（心臓超音波検査を除く。）

（新設）

イ 胸腹部 530点

ロ 下肢血管 450点

ハ その他（頭頸部、四肢、体表、末梢血管等）

350点

［算定要件］

（新設）

【超音波検査】

２ 断層撮影法（心臓超音波検査を除く。）

イ 訪問診療時に行った場合 400点

ロ その他の場合

(１) 胸腹部 530点

(２) 下肢血管 450点

(３) その他（頭頸部、四肢、体表、末梢血管等）

350点

［算定要件］

(17) 区分番号「Ｃ００１」在宅患者訪問診療料
（Ⅰ）又は区分番号「Ｃ００１－２」在宅患者訪
問診療料（Ⅱ）を算定した日と同一日に、患家等
で断層撮影法（心臓超音波検査を除く。）を行っ
た場合は、部位にかかわらず、「２」の「イ」を、
月１回に限り算定する。

訪問診療時の超音波検査の新設

新

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
超音波診断装置の小型化に伴い、訪問診療時に活用されてきているため、その臨床的

位置付けや実施の在り方等を踏まえ、訪問診療時の超音波検査について評価を見直す。

第２ 具体的な内容
超音波検査に訪問診療時に行った場合400点（１月につき）を新設する。

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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２０２０年度診療報酬改定内容

診療報酬改定に関する説明会（2020年3月5日）資料より

〇超音波検査を訪問診療時に行なった場合について

Ｑ、患家にて訪問診療を行った際に、医師がその場で超音波検査の断層撮
影法を行い、精査目的に同日または同月の後日、外来で再度同一部位に超
音波検査の断層撮影法を行った場合、「イ 訪問診療時に行った場合」と「ロ
その他の場合」はそれぞれ算定可能か。

Ａ、算定可能
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２０２０年度診療報酬改定内容

【超音波検査】

問 110 区分番号「Ｄ２１５」超音波検査について、往診時に患家等で
超音波検査の断層撮影法を行った場合は「イ 訪問診療時に行った場
合」と「ロ その他の場合」はどちらを算定するのか。

（答）往診時には「ロ その他の場合」を算定する。

診療報酬改定に関する疑義解釈の送付（2020年3月31日）資料より

疑義解釈資料の送付について（その１）
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新

２０２０年度診療報酬改定内容

Ｄ４１５－５ 経気管支凍結生検法

施設基準
(１) 専ら呼吸器内科又は呼吸器外科に従事し、呼吸器系疾患の診療の
経験を５年以上有する常勤の医師が２名以上配置されていること。そのう
ち少なくとも１名は 10 年以上の経験を有していること。

(２) 診療放射線技師が配置されていること。

(３) 急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該検査を行う
ための体制が整備されていること。

5,500点

診療放射線技師職の配置が必須となっている！

診療報酬改定に関する省令・告示・通知・事務連絡等（2020年3月5日）資料より
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遺伝性乳がん卵巣がん症候群に対する治療等の評価

新

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
遺伝性乳がん卵巣がん症候群（ＨＢＯＣ）の症状である乳がんや卵巣・卵管がんを発症して

いる患者における、ＢＲＣＡ遺伝子検査、遺伝カウンセリング、乳房切除及び卵巣・卵管切除
について評価を行う。
また、切除を希望しない患者に対するフォロ－アップ検査についても評価を行う。

遺伝性乳がん卵巣がん症候群に係る手術

［施設基準］
（4）乳房切除術を行う施設においては乳房ＭＲＩ算の施設基準に係る届出を行っていること。

【磁気共鳴コンピューター断層撮影（ＭＲＩ撮影）（一連につき）】
［算定要件］
(12)「注５」に規定する乳房ＭＲ撮影加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生（支）局長に届け出た保険医療機関において、触診、エックス線撮影、超音波検査等の検査
で乳腺の悪性腫瘍が疑われる患者に対して、手術適応及び術式を決定するために、1.5テスラ以上のＭＲＩ
装置及び乳房専用撮像コイルを使用して乳房を描出した場合又は遺伝性乳がん卵巣がん患者に対して、
乳癌の精査を目的として1.5テスラ以上のＭＲＩ装置及び乳房専用撮像コイルを使用して乳房を描出した場
合に限り算定する。

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より

ＢＲＣＡ遺伝子変異が確認されても、

乳房切除を選択しなかった患者に対する

フォローアップとして、ＭＲＩ検査も認められる。

予防的な外科手術に対する保険適用は初めて！
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Ｋ４７４－３ 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術（一連につき）
１ マンモグラフィー又は超音波装置によるもの 6,240点
２ ＭＲＩによるもの 8,210点

Ｋ４７５ 乳房切除術 6,040点

Ｋ４７５－２ 乳癌冷凍凝固摘出術 8,690点

Ｋ４７６ 乳腺悪性腫瘍手術
１ 単純乳房切除術（乳腺全摘術） 14,820点
２ 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 28,210点
３ 乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 22,520点
４ 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。）） 42,350点
５ 乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの 42,350点
６ 乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施するもの 42,350点
７ 拡大乳房切除術（胸骨旁、鎖骨上、下窩など郭清を併施するもの） 52,820点
８ 乳輪温存乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 27,810点
９ 乳輪温存乳房切除術（腋窩部郭清を伴うもの） 48,340点
注１ 放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合又はインドシアニン
グリーンを用いたリンパ節生検を行った場合には、乳がんセンチネルリンパ節加算１として、5,000
点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。
２ 放射性同位元素又は色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、乳がんセンチネ
ルリンパ節加算２として、3,000点

乳がんに対する手術等の評価

２０２０年度診療報酬改定内容

＜参考＞

診療報酬改定に関する省令・告示・通知・事務連絡等（2020年3月5日）資料より
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分類
撮影関連行為 診断関連行為

撮影法 撮影料 撮影料（加算） 画像診断 診断媒体、表示、保管

一般Ｘ線
写真撮影

一般撮影料
（単純65点）
（特殊264点）
（造影148点）
（ﾏﾝﾓ196点）

（撮影手技への評価）

画像診断料

＊画像診断管理加算

フィルム代
（フィルム保存）

一般Ｘ線
ＣＲ・ＤＲ

撮影

一般撮影料
（単純65点）
（特殊264点）
（造影148点）
（ﾏﾝﾓ196点）

（撮影手技への評価）

デジタル映像化処理加算

（単純60点）
（特殊64点）
（造影72点）
（ﾏﾝﾓ60点）

（低被ばく・高度画像処
理等への評価）

画像診断料

＊画像診断管理加算

フィルム代
（フィルム保存）

＊フィルムへのプリントアウトを行わず
に画像診断した場合、フィルム代は

請求できない

ＣＴ・ＭＲ
Ｉ撮影

ＣＴ・ＭＲＩ撮影料
（単純ＣＴマルチ８５０点/ﾏﾙﾁ以外660点）

(単純MRI1.5ﾃｽﾗ以上1230点／以外1080点）
その他≪特殊撮影≫

（撮影手技及び高度画像処理・適用範囲の拡大等への評価）

＊ＣＴ・ＭＲＩ撮影の中には、デジタル映像化
処理加算に相当するものは既に含まれている

画像診断料

＊画像診断管理加算

フィルム代
（フィルム保存）

コンピュータ画像
処理加算（60点）

２００６年度までの画像診断領域の基本的構成 請求項目 ﾌｨﾙﾑ診断 ﾓﾆﾀ診断

ｱﾅﾛｸﾞ撮影

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影



87

電子画像管理加算
（120点）

フィルム代
（フィルム保存）

画像診断料

＊画像診断管理加算

ＣＴ・ＭＲＩ撮影料
（単純ＣＴマルチ８５０点/ﾏﾙﾁ以外660点）

(単純MRI1.5ﾃｽﾗ以上1300点／以外1080点）
特殊の廃止

（撮影手技及び高度画像処理・適用範囲の拡大等への評価）
＊ＣＴ・ＭＲＩ撮影の中には、デジタル映像化処理加算に

相当するものは既に含まれている

冠動脈ＣＴ・心臓ＭＲＩの評価の新設

ＣＴ・ＭＲ
Ｉ撮影

フィルム代
（フィルム保存）

電子画像管理加算
（単純６０特殊６４造影７２乳房６０）

画像診断料
（マンモ256点）

＊画像診断管理加算

デジタル映像化処理加算

（１５点／経過処置）
一般撮影料
（単純65点）
（特殊264点）
（造影148点）
（ﾏﾝﾓ196点）

（撮影手技への評価）

一般Ｘ線
ＣＲ・ＤＲ

撮影

フィルム代
（フィルム保存）

画像診断料
（マンモ256点）

＊画像診断管理加算

一般撮影料
（単純65点）
（特殊264点）
（造影148点）
（ﾏﾝﾓ196点）

（撮影手技への評価）

一般Ｘ線
写真撮影

診断媒体、表示、保管画像診断撮影料（加算）撮影料撮影法

診断関連行為撮影関連行為
分類

２００８年度改定後の画像診断領域の基本的構成 請求項目 ﾌｨﾙﾑ診断 ﾓﾆﾀ診断

ｱﾅﾛｸﾞ撮影

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影
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88

フィルム代
（フィルム保存）画像診断料

（CT・MRI450点
、核医学375点）

＊画像診断管理加算

ＣＴ・ＭＲＩ撮影料
ＣＴ （16列以上 900点

２～16列未満 820点
それ以外 600点）

MRI (1.5ﾃｽﾗ以上1330点
以外1000点）

外傷全身ＣＴ加算 800点
（撮影手技及び高度画像処理・適用範囲の拡大等への評価）

ＣＴ・ＭＲ
Ｉ撮影

フィルム代
（フィルム保存）

電子画像管理加算
（単純57特殊58造影66乳房54）

画像診断料
（マンモ306点）

＊画像診断管理加算

一般デジタルエックス線撮影料
（単純68点）（特殊270点）
（造影154点）（ﾏﾝﾓ202点）

撮影手技の評価、低被ばく・高度画像処理等への評価

（従来の撮影料と区別した評価点数）
（撮影手技への評価）

一般Ｘ線
デジタル
ＣＲ・ＤＲ

撮影

フィルム代
（フィルム保存）

画像診断料
（マンモ306点）

＊画像診断管理加算

一般撮影料
（単純 60点）
（特殊260点）
（造影144点）
（ﾏﾝﾓ192点）

一般Ｘ線
写真撮影

診断媒体、表示、保管画像診断撮影料撮影法

診断関連行為 画像管理マネージメント撮影関連行為
分類

請求項目 ﾌｨﾙﾑ診断 ﾓﾆﾀ診断

ｱﾅﾛｸﾞ撮影

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影

２０１０年度 診療報酬改定後の画像診断領域の構成

電子画像管理加算
（120点）
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89

フィルム代
（フィルム保存）画像診断料

（CT・MRI450点、
PET関係450点、
他核医学370点）

＊画像診断管理加算

ＣＴ・ＭＲＩ撮影料
ＣＴ（64列以上950点、16列～64列未満

900点、4～16列未満 780点
4列未満 600点）

ＭＲＩ(3Ｔ以上1400点、1.5Ｔ～3T未満
1330点、1.5T未満950点）

施設基準3T以上・64列以上CTで専従の技師
大腸ＣＴ撮影加算新設 600点

（撮影手技及び高度画像処理・適用範囲の拡大等への評価）

ＣＴ・ＭＲ
Ｉ撮影

フィルム代
（フィルム保存）

電子画像管理加算
（単純57特殊58造影66乳房54）

画像診断料
（マンモ306点）

＊画像診断管理加算

一般デジタルエックス線撮影料
（単純68点）（特殊270点）
（造影154点）（ﾏﾝﾓ202点）

撮影手技の評価、低被ばく・高度画像処理等への評価

（従来の撮影料と区別した評価点数）
（撮影手技への評価）

一般Ｘ線
デジタル
ＣＲ・ＤＲ

撮影

フィルム代
（フィルム保存）

画像診断料
（マンモ306点）

＊画像診断管理加算

一般撮影料
（単純 60点）
（特殊260点）
（造影144点）
（ﾏﾝﾓ192点）

一般Ｘ線
写真撮影

診断媒体、表示、保管画像診断撮影料撮影法

診断関連行為 画像管理マネージメント撮影関連行為
分類

請求項目 ﾌｨﾙﾑ診断 ﾓﾆﾀ診断

ｱﾅﾛｸﾞ撮影

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影

２０１２年度 診療報酬改定後の画像診断領域の構成

電子画像管理加算
（120点）
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ＣＴ・ＭＲＩ撮影料
ＣＴ（64列以上1000点、16列～64列未満

900点、4～16列未満 770点
4列未満 580点）

ＭＲＩ(3Ｔ以上1600点、1.5Ｔ～3T未満
1330点、1.5T未満920点）

施設基準3T以上・64列以上CTで専従の技師
大腸ＣＴ撮影加算 620点、500点

（撮影手技及び高度画像処理・適用範囲の拡大等への評価）

90

フィルム代
（フィルム保存）

画像診断料
（CT・MRI450点、
PET関係450点、
他核医学370点）

＊画像診断管理
加算2 180点

ＣＴ・ＭＲ
Ｉ撮影

フィルム代
（フィルム保存）

電子画像管理加算
（単純57特殊58造影66乳房54）

デジタル撮影時のみ算定

画像診断料
（マンモ306点）

＊画像診断管理
加算１ 70点

一般デジタルエックス線撮影料
（単純68点）（特殊270点）
（造影154点）（ﾏﾝﾓ202点）

撮影手技の評価、低被ばく・高度画像処理等への評価

（従来の撮影料と区別した評価点数）
（撮影手技への評価）

一般Ｘ線
デジタル
ＣＲ・ＤＲ

撮影

フィルム代
（フィルム保存）

画像診断料
（マンモ306点）

＊画像診断管理加算

一般撮影料
（単純 60点）
（特殊260点）
（造影144点）
（ﾏﾝﾓ192点）

一般Ｘ線
写真撮影

診断媒体、表示、保管画像診断撮影料撮影法

診断関連行為 画像管理マネージメント撮影関連行為
分類

ｱﾅﾛｸﾞ撮影

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影

２０１４年度 診療報酬改定の画像診断領域の構成

電子画像管理加算
（120点）
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ＣＴ・ＭＲＩ撮影料
ＣＴ（64列以上1020点（共同利用）、
64列以上1000点（共同利用なし）

16列～64列未満 900点、
4～16列未満 750点、4列未満 560点）

ＭＲＩ(3Ｔ以上1620点（共同利用）、
3Ｔ以上1620点（共同利用なし）。1.5Ｔ～3T未

満1330点、1.5T未満900点）
乳房ＭＲＩ撮影加算 100点

91

フィルム代
（フィルム保存）

画像診断料
（CT・MRI450点、
PET関係450点、
他核医学370点）

＊画像診断管理
加算2 180点

（夜間休日遠隔可）

ＣＴ・ＭＲ
Ｉ撮影

フィルム代
（フィルム保存）

電子画像管理加算
（単純57特殊58造影66乳房54）

デジタル撮影時のみ算定

画像診断料
（マンモ306点）

＊画像診断管理
加算１ 70点

（夜間休日遠隔可）

一般デジタルエックス線撮影料
（単純68点）（特殊270点）
（造影154点）（ﾏﾝﾓ202点）

撮影手技の評価、低被ばく・高度画像処理等への評価

（従来の撮影料と区別した評価点数）
（撮影手技への評価）

一般Ｘ線
デジタル
ＣＲ・ＤＲ

撮影

フィルム代
（フィルム保存）

画像診断料
（マンモ306点）

＊画像診断管理加算

一般撮影料
（単純 60点）
（特殊260点）
（造影144点）
（ﾏﾝﾓ192点）

一般Ｘ線
写真撮影

診断媒体、表示、保管画像診断撮影料撮影法

診断関連行為 画像管理マネージメント撮影関連行為
分類

ｱﾅﾛｸﾞ撮影

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影

２０１６年度 診療報酬改定の画像診断領域の構成

電子画像管理加算
（120点）
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92

フィルム代
（フィルム保存）

画像診断料
（CT・MRI450点、
PET関係450点、
他核医学370点）

（遠隔診断可能）

＊画像診断管理
加算2 180点

（夜間休日遠隔可）
画像診断管理加算３

（特定機能病院）

ＣＴ・ＭＲ
Ｉ撮影

フィルム代
（フィルム保存）

電子画像管理加算
（単純57特殊58造影66乳房54）

デジタル撮影時のみ算定

画像診断料
（マンモ306点）

＊画像診断管理
加算１ 70点

（夜間休日遠隔可）

一般デジタルエックス線撮影料
（単純68点）（特殊270点）
（造影154点）（ﾏﾝﾓ202点）

撮影手技の評価、低被ばく・高度画像処理等への評価

（従来の撮影料と区別した評価点数）
（撮影手技への評価）

一般Ｘ線
デジタル
ＣＲ・ＤＲ

撮影

フィルム代
（フィルム保存）

画像診断料
（マンモ306点）

＊画像診断管理加算

一般撮影料
（単純 60点）
（特殊260点）
（造影144点）
（ﾏﾝﾓ192点）

一般Ｘ線
写真撮影

診断媒体、表示、保管画像診断撮影料撮影法

診断関連行為 画像管理マネージメント撮影関連行為
分類

ｱﾅﾛｸﾞ撮影

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影

２０１８年度 診療報酬改定の画像診断領域の構成

電子画像管理加算
（120点）

ＣＴ・ＭＲＩ撮影料
ＣＴ（64列以上1020点（共同利用）、
64列以上1000点（共同利用なし）

16列～64列未満 900点、
4～16列未満 750点、4列未満 560点）

ＭＲＩ(3Ｔ以上1620点（共同利用）、
3Ｔ以上1620点（共同利用なし）。1.5Ｔ～3T未

満1330点、1.5T未満900点）
心臓ＭＲＩ撮影加算 ３00点⇒４００点

頭部ＭＲＩ撮影加算 １００点、他
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フィルム代
（フィルム保存）

画像診断料
（CT・MRI450点、
PET関係450点、
他核医学370点）

（遠隔診断可能）

＊画像診断管理
加算2 180点

（夜間休日遠隔可）
画像診断管理加算３

（特定機能病院）

ＣＴ・ＭＲ
Ｉ撮影

フィルム代
（フィルム保存）

電子画像管理加算
（単純57特殊58造影66乳房54）

デジタル撮影時のみ算定

画像診断料
（マンモ306点）

＊画像診断管理
加算１ 70点

（夜間休日遠隔可）

一般デジタルエックス線撮影料
（単純68点）（特殊270点）
（造影154点）（ﾏﾝﾓ202点）

撮影手技の評価、低被ばく・高度画像処理等への評価

（従来の撮影料と区別した評価点数）
（撮影手技への評価）

一般Ｘ線
デジタル
ＣＲ・ＤＲ

撮影

フィルム代
（フィルム保存）

画像診断料
（マンモ306点）

＊画像診断管理加算

一般撮影料
（単純 60点）
（特殊260点）
（造影144点）
（ﾏﾝﾓ192点）

一般Ｘ線
写真撮影

診断媒体、表示、保管画像診断撮影料撮影法

診断関連行為 画像管理マネージメント撮影関連行為
分類

ｱﾅﾛｸﾞ撮影

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影

２０２０年度 診療報酬改定の画像診断領域の構成

電子画像管理加算
（120点）

ＣＴ・ＭＲＩ撮影料
ＣＴ（64列以上1020点（共同利用）、
64列以上1000点（共同利用なし）

16列～64列未満 900点、
4～16列未満 750点、4列未満 560点）

ＭＲＩ(3Ｔ以上1620点（共同利用）、
3Ｔ以上1620点（共同利用なし）。1.5Ｔ～3T未満1330

点、1.5T未満900点）
心臓ＭＲＩ撮影加算 ４００点

頭部ＭＲＩ撮影加算 １００点、他
全身ＭＲＩ撮影加算 600点

血流予備量比コンピューター断層撮影料 9,400点
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２０２０年度診療報酬改定

放射線治療関連



95＊日本放射線腫瘍学会要望資料より



96＊日本放射線腫瘍学会要望資料より
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改定前 改定後

Ｍ００４ 密封小線源治療（一連につき）

１ （略）

２ 腔内照射

イ高線量率イリジウム照射を行った場合又は新

型コバルト小線源治療装置を用いた場合

10,000点

３・４ （略）

注１～７ （略）

８ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして地方厚生局長等に届け出た保

険医療機関において、放射線治療を専ら担当

る常勤の医師が画像誘導密封小線源治療（ＩＧ

ＢＴ）（２のイに係るものに限る。）を行った

場合には、画像誘導密封小線源治療加算として

、一連につき300点を所定点数に加算する

Ｍ００４ 密封小線源治療（一連につき）

１ （略）

２ 腔内照射

イ高線量率イリジウム照射を行った場合又は新

型コバルト小線源治療装置を用いた場合

12,000点

３・４ （略）

注１～７ （略）

８ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして地方厚生局長等に届け出た保

険医療機関において、放射線治療を専ら担当

る常勤の医師が画像誘導密封小線源治療（ＩＧ

ＢＴ）（２のイに係るものに限る。）を行った

場合には、画像誘導密封小線源治療加算として

、一連につき1,200点を所定点数に加算する

改

密封小線源治療における高線量率イリジウム照射を行った場合

又は新型コバルト小線源治療装置を用いた場合の評価の見直し

２０２０年度診療報酬改定内容

改

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
要望書通りではないが、それぞれ増点となった！



98＊日本放射線腫瘍学会要望資料より
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２０２０年度診療報酬改定内容

Ｍ００１強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ)に関する施設基準

3,000点
(１) 放射線科を標榜している保険医療機関であること。
(２) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師が２名以上配置されており、このうち１名は放射線治療
の経験を５年以上有する者であること。なお、当該常勤の医師は、医療機器安全管理料２、放射線
治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、１回線量増加加算、画像誘導放
射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対
策加算、粒子線治療、粒子線治療適応判定加算、粒子線治療医学管理加算及び画像誘導密封小
線源治療加算に係る常勤の医師を兼任することができる。
また、週３日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行ってい
る専任の非常勤医師を２名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこ
れらの非常勤医師が配置されている場合には、当該医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に
算入することができる。ただし、常勤換算し常勤医師数に算入することができるのは、常勤配置のうち
１名（放射線治療の経験を５年以上有する者１名を除く。）に限る。また、この場合には強度変調放射
線治療（ＩＭＲＴ）は年間 50 例を限度として実施できる。

(３) 放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師（放射線治療の経験を５年以上有するもの
に限る。）が１名以上配置されていること。なお、当該常勤の診療放射線技師は、外来放射線照射診
療料、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、１回線量増加加算
、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療
呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算
に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。

改

結果的に医学物理士の表記は無くなった！

診療報酬改定に関する省令・告示・通知・事務連絡等（2020年3月5日）資料より
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２０２０年度診療報酬改定内容

Ｍ００１強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ)に関する施設基準

3,000点
続き

(４) 放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当する
者（診療放射線技師その他の技術者等）が１名以上配置されていること。なお、当該担当者は遠隔放
射線治療計画加算、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、
定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算及び画像誘導密封
小線源治療加算に係る担当者を兼任することができる。ただし、外来放射線照射診療料及び医療機
器安全管理料２における技術者との兼任はできない。
(５) 強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ）を年間１０例以上実施していること。
(６) 当該治療を行うために必要な次に掲げる機器、施設を備えていること。
ア 直線加速器
イ 治療計画用ＣＴ装置
ウ インバースプラン（逆方向治療計画）の可能な三次元放射線治療計画システム
エ 照射中心に対する患者の動きや臓器の体内移動を制限する装置
オ 平面上の照射強度を変化させることができる装置
カ 微小容量電離箱線量計又は半導体線量計（ダイヤモンド線量計を含む。）及び併用する水ファントム
又は水等価個体ファントム
キ 二次元以上で相対的な線量分布を測定・比較できる機器
(７) 当該保険医療機関において、強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ）に関する機器の精度管理に関する
指針が策定されており、実際の線量測定等の精度管理が当該指針に沿って行われているとともに、公
開可能な精度管理に係る記録が保存されていること。

診療報酬改定に関する省令・告示・通知・事務連絡等（2020年3月5日）資料より
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２０２０年度診療報酬改定内容

【遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ）、画像誘
導放射線 治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治
療、定位放射線治療呼吸 性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療
医学管理加算、画像誘導密封小線源治 療加算】

問 173 遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ）、
画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放
射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子
線治療医学管理加算、画像誘導密封小線源治療加算の施設基準に
掲げる「その他の技術者」とは、具体的に何を指すのか。

（答）医学物理士等を指す。

（施設基準の記載から抜粋）
※放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専
ら担当する者（診療放射線技師その他の技術者等）が １名以上配置されていること。

診療報酬改定に関する疑義解釈の送付（2020年3月31日）資料より

疑義解釈資料の送付について（その１）
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改定前 改定後

第４節 短期滞在手術等基本料

区分Ａ４００ 短期滞在手術等基本料

３ 短期滞在手術等基本料３

（４泊５日までの場合）

オ Ｍ００１－２ ガンマナイフによる

定位放射線治療 60,403点

第４節 短期滞在手術等基本料

区分Ａ４００ 短期滞在手術等基本料

３ 短期滞在手術等基本料３

（４泊５日までの場合）

オ Ｍ００１－２ ガンマナイフによる

定位放射線治療 59,199点

（生活療養を受ける場合にあっては、

59,125点）

改

第４節 短期滞在手術等基本料における

区分Ａ400短期滞在手術等基本料の見直し

２０２０年度診療報酬改定内容

診療報酬改定に関する省令・告示・通知・事務連絡等（2020年3月5日）資料より
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２０２０年度診療報酬改定

ＩＣＴ・遠隔・オンライン関連
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２０２０年度診療報酬改定内容

診療報酬改定に関する省令・告示・通知・事務連絡等（2020年3月5日）資料より
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改定前 改定後

【医療安全管理体制の基準】

(4) 安全管理のための委員会が開催されているこ
と。

安全管理の責任者等で構成される委員会が月１回
程度開催されていること。

【医療安全管理体制の基準】

(4) 安全管理のための委員会が開催されているこ
と。

安全管理の責任者等で構成される委員会が月１回
程度開催されていること。なお、安全管理の責任

者が必ずしも対面でなくてよいと判断した場合に
おいては、対面によらない方法でも開催可能とす

る。

※ 院内感染防止対策の基準、医療安全対策加算
についても同様。

改

医療機関における業務の効率化・合理化

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
医療機関における業務の効率化・合理化の観点から、診療報酬の算定に当たり求めている

会議及び記載事項について、要件を見直す。

第２ 具体的な内容
医療機関における業務の効率化・合理化を促進する観点から、以下のような見直しを行う。

１．安全管理の責任者等で構成される会議等について、安全管理の責任者が必ずしも対面
でなくてよいと判断した場合においては、ＩＣＴを活用する等の対面によらない方法でも開催
可能とする。

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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改定前 改定後

【感染防止対策加算１】

［施設基準］

(8) (7)に規定するカンファレンスは、(2)のアか
らエ及び２の(3)のアからエの構成員それぞれ１
名以上が直接対面し、実施することが原則である
が、やむを得ない事情により参加できない場合は、
以下のアからウを満たすときに限り、リアルタイ
ムでの画像を介したコミュニケーション（以下こ
の項において「ビデオ通話」という。）が可能な
機器を用いて参加することができる。

（削除）

やむを得ない事情により参加できない場合は、

※ 感染防止対策加算２、入退院支援加算１、退
院時共同指導料２の注３、在宅患者緊急時等カン
ファレンス料、在宅患者訪問褥瘡管理指導料、訪
問看護療養費における在宅患者緊急時等カンファ
レンス加算も同様。

改

情報通信機器を用いたカンファレンス等の推進

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
関係医療機関・医療従事者間の効率的な情報共有・連携を促進する観点から、情報通

信機器を用いたカンファレンス等の実施がさらに進むよう、要件を見直す。

第２ 具体的な内容
情報通信機器を用いたカンファレンス等について、やむを得ない事情により対面で参加

できない場合でなくても実施可能となるよう、要件を見直す。
また、情報通信機器を用いた退院時共同指導について、医療資源の少ない地域でなくて
も実施可能となるよう、要件を見直す。

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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改定前 改定後

【外来栄養食事指導料】

イ 初回 260点

ロ ２回目以降 200点

【外来栄養食事指導料】

イ 初回 260点

ロ ２回目以降

(1) 対面で行った場合 200点

(2) 情報通信機器を使用する場合 180点

［算定要件］

注２ ロの(2)については、医師の指示に基づき
当該保険医療機関の管理栄養士が電話又は情報通
信機器等によって必要な指導を行った場合に、月
１回に限り算定する。

改

外来栄養食事指導

（情報通信機器の活用）の見直し

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
栄養食事指導の効果を高めるため、外来及び在宅における栄養食事指導における継続

的なフォローアップについて、情報通信機器を活用して実施した場合の評価を見直す。

第２ 具体的な内容
外来栄養食事指導料における、２回目以降の栄養食事指導について情報通信機器を用

いて行う指導を評価する。

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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改定前 改定後

【オンライン診療料】

［算定要件］

(3) オンライン診療料が算定可能な患者は、区分
番号「Ｂ０００」特定疾患療養管理料、「Ｂ００
１」の「５」小児科療養指導料、「Ｂ００１」の
「６」てんかん指導料、「Ｂ００１」の「７」難
病外来指導管理料、「Ｂ００１」の「27」糖尿病
透析予防指導管理料、「Ｂ００１－２－９」地域
包括診療料、「Ｂ００１－２－１０」認知症地域
包括診療料、「Ｂ００１－３」生活習慣病管理料、

「Ｃ００２」在宅時医学総合管理料又は「Ｉ０１
６」精神科在宅患者支援管理料（以下「オンライ
ン診療料対象管理料等」という。）の算定対象と
なる患者で、オンライン診療料対象管理料等を初
めて算定した月から６月以上経過し、

【オンライン診療料】

［算定要件］

(3) オンライン診療料が算定可能な患者は、別に
厚生労働大臣が定める患者で、オンライン診療料
対象管理料等を初めて算定した月又は慢性頭痛に
対する対面診療を初めて行った月から３月以上経
過し、かつ直近３月の間、オンライン診察を行う
医師と同一の医師により、毎月対面診療を行って
いる患者に限る。ただし、直近２月の間にオンラ
イン診療料の算定がある場合は、この限りではな
い。

改

情報通信機器を用いた診療に係る要件の見直し

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
報通信機器を用いて行う診療について、対面診療と組み合わせた活用を適切に推進する観点

から、実施方法や対象疾患に係る要件等を見直す。

第２ 具体的な内容
１．オンライン診療料の実施要件について、事前の対面診療の期間を６月から３月に見直す。ま
た、緊急時の対応について、患者が速やかに受診可能な医療機関で対面診療を行えるよう、予
め患者に受診可能な医療機関を説明した上で、診療計画に記載しておくこととする。
オンライン診療料の対象疾患について、定期的に通院が必要な慢性頭痛患者を追加する。

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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改定前 改定後

【オンライン診療料】

［算定要件］

(4) 患者の同意を得た上で、対面による診療とオ
ンライン診察を組み合わせた診療計画（対面によ
る診療の間隔は３月以内のものに限る。）を作成
する。また、当該計画の中には、患者の急変時に
おける対応等も記載する。

（新設）

【オンライン診療料】

［算定要件］

(4) 患者の同意を得た上で、対面による診療とオ
ンライン診察を組み合わせた診療計画（対面によ
る診療の間隔は３月以内のものに限る。）を作成
した上で実施すること。また、患者の急変時等の
緊急時には、患者が速やかに受診できる医療機関
において対面診療を行えるよう、事前に受診可能
な医療機関を患者に説明した上で、当該計画の中
に記載しておくこと。

(14)別に厚生労働大臣が定める患者のうち、慢
性頭痛患者については、事前の対面診療、ＣＴ又
はＭＲＩ及び血液学的検査等の必要な検査を行っ
た上で一次性頭痛であると診断されており、病状
や治療内容が安定しているが、痛みにより日常生
活に支障を来すため定期的な通院が必要なものに
限ること。

(15)別に厚生労働大臣が定める患者のうち、慢
性頭痛患者に対して診療を行う医師は、慢性頭痛
のオンライン診療に係る適切な研修を修了した医
師に限ること。

情報通信機器を用いた診療に係る要件の見直し

２０２０年度診療報酬改定内容

新
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情報通信機器を用いた診療のより柔軟な活用

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
へき地、医療資源が少ない地域や在宅医療において、情報通信機器を用いて行う診療がよ

り柔軟に活用できるよう、実施方法に係る要件を見直す。

第２ 具体的な内容
１．へき地、医療資源が少ない地域に属する保険医療機関において、やむを得ない事情により
、二次医療圏内の他の保険医療機関の医師が初診からオンライン診療を行う場合について、
オンライン診療料が算定可能となるよう見直す。
２．へき地若しくは医療資源が少ない地域に属する保険医療機関又はへき地医療拠点病院
において、他の保険医療機関の医師が継続的な対面診療を行っている場合は、当該他の保
険医療機関内でオンライン診療を行うことができるよう要件を見直す。
３．オンライン在宅管理料及び精神科オンライン在宅管理料について、事前の対面診療の期
間を６月から３月に見直すとともに、連続する３月の算定に係る要件を見直す。
オンライン在宅管理料について、月２回以上の訪問診療を行った場合についても算定可能と
なるよう見直す。また、複数の医師がチームで診療を行う場合について、事前の対面診療に
係る要件を見直す。
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情報通信機器を用いた診療のより柔軟な活用

２０２０年度診療報酬改定内容

【オンライン診療料】
［算定要件］
注３ 無医地区、準無医地区又は医療資源が少ない地域に属する保険医療機関において、やむを
得ない事情により、二次医療圏内の他の保険医療機関の医師が初診からオンライン診療を行った
場合については、注１及び注２の規定にかかわらず、オンライン診療料を算定できる。
(8) オンライン診察は、当該保険医療機関内において行う。ただし、無医地区、準無医地区若しくは

医療資源が少ない地域に属する保険医療機関又はへき地医療拠点病院において、他の保険医療
機関の医師が継続的な対面診療を行っている場合は、当該他の保険医療機関内でオンライン診療
を行ってもよい。なお、この場合の診療報酬の請求については、無医地区、準無医地区若しくは医
療資源が少ない地域に属する保険医療機関又はへき地医療拠点病院において行うこと。
(14)「注３」に規定するやむを得ない事情とは、無医地区、準無医地区又は医療資源が少ない地域
に属する保険医療機関において、医師の急病時等であって、代診を立てられないこと等により患者
の診療継続が困難となる場合をいう。この場合において、患者から同意を得て、二次医療圏内の他
の保険医療機関にあらかじめ診療情報の提供を行い、情報提供を受けた保険医療機関の医師が
初診からオンライン診療を行う場合は、注１及び注２の規定にかかわらず、オンライン診療料を算定
できる。なお、当該報酬の請求については、診療情報の提供を行った保険医療機関で行うものとし
、当該報酬の分配は相互の合議に委ねる。また、情報提供を受けてオンライン診療を行うことができ
る保険医療機関は、オンライン診療料の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関に限る。
(15)「注３」に規定する診療に係る事前の診療情報の提供について、Ｂ００９診療情報提供料（Ⅰ）
は別に算定できない。

新
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かかりつけ医と連携した遠隔医療の評価

新

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
希少性の高い疾患等、専門性の観点から近隣の医療機関では診断が困難な疾患に対して、か

かりつけ医のもとで、事前の十分な情報共有の上で遠隔地の医師が情報通信機器を用いた診療
を行う場合について新たな評価を行う。

第２ 具体的な内容

（新） 遠隔連携診療料 ５００点

［算定要件］
(1) 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、対面による診療を行っている患者
であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診断を目的として、別に厚生労働大臣が定める基準を満た
す他の保険医療機関の医師と情報通信機器を用いて連携して診療を行った場合に、当該診断を行うまでの間、
３月に１回に限り算定する。
(2) 当該診療報酬の請求については、対面による診療を行っている保険医療機関が行うものとし、当該診療報
酬の分配は相互の合議に委ねる。

［施設基準］
(1) 別に厚生労働大臣が定める施設基準
厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関
であること。

(2) 別に厚生労働大臣が定める患者
イ てんかん（外傷性を含む）の疑いがある患者
ロ 指定難病の疑いがある患者

(3) 別に厚生労働大臣が定める施設基準（他の保険医療機関）
イ 厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療

機関であること。
ロ てんかん診療拠点病院又は難病医療拠点病院であること。
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改定前 改定後

【在宅酸素療法指導管理料】

［算定要件］

(９) 遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施
する場合に算定する。

ア 「その他の場合」の対象で、かつ、日本呼吸器
学会「ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）診断と治療
のためのガイドライン」のＣＯＰＤの病期分類で
Ⅲ期以上の状態となる入院中の患者以外の患者に
ついて、前回受診月の翌月から今回受診月の前ま
での期間、情報通信機器を活用して、血圧、脈拍、
酸素飽和度等の状態について定期的にモニタリン
グを行ったうえで適切な指導・管理を行い、状況
に応じ、療養上必要な指導を行った場合に、２月
を限度として来院時に算定することができる。

【在宅酸素療養指導管理料】

［算定要件］

(９) 遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実
施する場合に算定する。

ア 「その他の場合」の対象で、かつ、日本呼吸
器学会「ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）診断と治
療のためのガイドライン」のＣＯＰＤの病期分類
でⅢ期以上の状態となる入院中の患者以外の患者
について、前回受診月の翌月から今回受診月の前
月までの期間、情報通信機器を活用して、脈拍、
酸素飽和度、機器の使用時間及び酸素流量等の状
態について定期的にモニタリングを行ったうえで、
状況に応じ、療養上必要な指導を行った場合に、
２月を限度として来院時に算定することができる。

改

情報通信機器を用いた遠隔モニタリングの評価

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
情報通信機器を用いて行う遠隔モニタリングについて、有効性・安全性に係るエビデンス等を踏まえ、実

施方法に係る要件を見直す。

第２ 具体的な内容
在宅酸素療法指導管理料の遠隔モニタリング加算について、モニタリングを行う項目の一部を見直す。
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算について、モニタリングを行った上で、療養

上必要な指導を行った場合又は患者の状態等を踏まえた医学的判断について診療録に記載した場合に
算定できるよう見直す。
また、これらの加算における緊急時の対応に係る施設基準を見直す。
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情報通信機器を用いた服薬指導の評価

新

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
医薬品医療機器等法が改正され、情報通信機器を用いた服薬指導（オンライン

服薬指導）が対面による服薬指導の例外として認められることなどを踏まえ、診療
報酬上の評価を新設する。

第２ 具体的な内容
１．外来患者に対する情報通信機器を用いた服薬指導について、薬剤服用歴管
理指導料として評価を新設する。

（新） 薬剤服用歴管理指導料 ４ オンライン服薬指導を行った場合
４３点（月１回まで）

［対象患者］
次のいずれにも該当する患者であること。
（１）医科点数表の区分番号Ａ００３オンライン診療料に規定する情報通信機器を用いた診療の実施に伴
い、処方箋が交付された患者
（２）原則３月以内に薬剤服用歴管理指導料１又は２を算定した患者

［施設基準］
（１）情報通信機器を用いた服薬指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。
（２）当該保険薬局において、１月当たりの次に掲げるものの算定回数の合計に占める薬剤服用歴管理指
導料の４及び在宅患者オンライン服薬指導料の算定回数の割合が１割以下であること。
① 区分番号１０に掲げる薬剤服用歴管理指導料
② 区分番号１５に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料（在宅患者オンライン服薬指導料を含む。
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情報通信機器を用いた服薬指導の評価

２０２０年度診療報酬改定内容

［算定要件］
（１）別に厚生労働大臣が定めるものに対して、オンライン服薬指導を行った場合に、月に１回に限り所定点数
を算定する。この場合において、注４から注10までに規定する加算は算定できない。
（２）オンライン服薬指導により、「区分番号10」の薬剤服用歴管理指導料に係る業務を実施すること。
（３）医薬品医療機器等法施行規則及び関連通知に沿って実施すること。
（４）オンライン服薬指導は、当該保険薬局内において行うこと。
（５）患者の同意を得た上で、対面による服薬指導とオンライン服薬指導を組み合わせた服薬指導計画を作成
し、当該計画に基づきオンライン服薬指導を実施すること。
（６）オンライン服薬指導を行う保険薬剤師は、原則として同一の者であること。ただし、やむを得ない事由によ
り、同一の保険薬剤師が対応できない場合には、同一保険薬局内の他の保険薬剤師（あらかじめ対面による
服薬指導を実施したことがある２名までの保険薬剤師に限る。以下同じ。）の氏名を服薬指導計画に記載し、
当該他の保険薬剤師がオンライン服薬指導を行うことについてあらかじめ患者の同意を得ている場合に限り、
当該他の保険薬剤師がオンライン服薬指導を行っても差し支えない。
（７）患者の薬剤服用歴を経時的に把握するため、原則として、手帳により薬剤服用歴及び服用中の医薬品
等について確認すること。また、患者が服用中の医薬品等について、患者を含めた関係者が一元的、継続的
に確認できるよう、原則として、服薬指導等の内容を手帳に記載すること。
（８） 当該服薬指導を行う際の情報通信機器の運用に要する費用及び医薬品等を患者に配送する際に要す
る費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当な額の実費を別途徴収でき
る。
（９）医薬品を患者に配送する場合は、医薬品受領の確認を行うこと。
（10）厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則（平成26年厚生労働省令第33号）第31条第１号に該
当する場合（以下「特区における離島・へき地の場合」という。）は、次のとおりとする。
ア （３）については、厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則及び関連通知に沿って実施すること。
イ （５）については、服薬指導計画を作成することを要しない。
ウ （６）については、他の保険薬剤師が対応しようとする場合
には、服薬指導計画以外の文書に当該他の保険薬剤師の氏名を記載し、当該他の保険薬剤師がオンライン
服薬指導を行うことについてあらかじめ患者の同意を得ること。

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より



116

１．外来患者に対する情報通信機器を用いた服薬指導について、薬剤服用歴管理指導料と
して評価を新設する。

（新） 薬剤服用歴管理指導料 ４ オンライン服薬指導を行った場合

４３点（月１回まで）
新

２０２０年度診療報酬改定内容

［対象患者］
次のいずれにも該当する患者であること。
（１）医科点数表の区分番号C００２に掲げる在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処
方箋が交付された患者
（２）保険薬局において区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を月１回のみ算定している患者

［施設基準］
（１）薬剤服用歴管理指導料の４に係る届出を行った保険薬局であること。

［算定要件］
（１）別に厚生労働大臣が定めるものに対して、オンライン服薬指導（訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を
除く。）を行った場合に、注１の規定にかかわらず、在宅患者オンライン服薬指導料として５７点を算定する。こ
の場合において、保険薬剤師１人につき、週10回に限り算定できる。
（２）在宅患者訪問薬剤管理指導料と在宅患者オンライン服薬指導料を合わせて保険薬剤師１人につき週40
回に限り算定できる。
（３）オンライン服薬指導により、「区分番号10」の薬剤服用歴管理指導料に係る業務を実施すること。
（４）医薬品医療機器等法施行規則及び関連通知に沿って実施すること。
（５）オンライン服薬指導は、当該保険薬局内において行うこと。
（６）患者の同意を得た上で、対面による服薬指導とオンライン服薬指導を組み合わせた服薬指導計画を作成
し、当該計画に基づきオンライン服薬指導を実施すること。
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１．外来患者に対する情報通信機器を用いた服薬指導について、薬剤服用歴管理指導料と
して評価を新設する。

（新） 薬剤服用歴管理指導料 ４ オンライン服薬指導を行った場合

４３点（月１回まで） 新

２０２０年度診療報酬改定内容

［算定要件］（続き）
（７）オンライン服薬指導を行う保険薬剤師は、原則として同一の者であること。ただし、やむを得ない事由に
より、同一の保険薬剤師が対応できない場合には、同一保険薬局内の他の保険薬剤師（あらかじめ対面に
よる服薬指導を実施したことがある２名までの保険薬剤師に限る。以下同じ。）の氏名を服薬指導計画に記
載し、当該他の保険薬剤師がオンライン服薬指導を行うことについてあらかじめ患者の同意を得ている場合
に限り、当該他の保険薬剤師がオンライン服薬指導を行っても差し支えない。
（８）訪問診療を行った医師に対して、在宅患者オンライン服薬指導の結果について必要な情報提供を文書
で行うこと。
（９）患者の薬剤服用歴を経時的に把握するため、原則として、手帳により薬剤服用歴及び服用中の医薬品
等について確認すること。また、患者が服用中の医薬品等について、患者を含めた関係者が一元的、継続的
に確認できるよう、原則として、服薬指導等の内容が手帳に記載されるようにすること。
（10）当該服薬指導を行う際の情報通信機器の運用に要する費用及び医薬品等を患者に配送する際に要
する費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当な額の実費を別途徴収
できる。
（11）医薬品を患者に配送する場合は、医薬品受領の確認を行うこと。

※他にも

（新）在宅患者訪問薬剤管理指導料 在宅患者 オンライン服薬指導を行った場合

５７点（月１回まで）

新
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２０２０年度診療報酬改定内容

新型コロナウイルス流行に伴う電話再診等の対応に関する通知（2020年3月26日付）より

新型コロナウイルス流行に伴う電話再診等の対応
【対応の要約】
高齢者や基礎疾患のある患者など、重症化が懸念される患者で、既に診断されている慢性疾患等のお薬が
必要な場合には、これまでもその患者に処方されていた慢性疾患治療薬を電話やオンライン診療など（情報
通信機器を用いた診察）で処方が可能。
処方箋情報はファクシミリ等で、患者が希望する薬局に送付し、薬局はその処方箋情報に基づき調剤可能。
院内処方の場合には、お薬を調剤のうえ配送が可能。

【対応方法】
・電話再診
・オンライン診療システム（要届出）※事実上届出済の医療機関

【対象患者】
慢性疾患等を有する定期受診患者等
※算定できる対象患者や薬剤の通知での記載※
・慢性疾患等を有する定期受診患者等
・当該患者が複数回以上受診しているかかりつけ医等が処方
・その利便性や有効性が危険性等を上回ると判断した場合
・これまでも当該患者に対して処方されていた慢性疾患治療薬

【算定可能な点数】
・電話等再診
・オンライン診療料（要届出）（事前の診療計画は不要）
・処方箋料（院外処方）
・処方料（院内処方）
・調剤料（院内処方）
・調剤技術基本料（院内処方）
・薬剤の郵送代（3月23日付通知で明示）
・在宅療養指導管理料、在宅療養指導管理材料加算
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２０２０年度診療報酬改定内容

【再診料（電話等による再診）】

問１ 区分番号「Ａ００１」再診料のうち、注９に規定する電話等による再診に
ついて、休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っている
と認められる保険医療機関の受診を指示した上で、指示を行った同日に必
要な診療情報を文書等で提供した場合は、区分番号「Ｂ００９」診療情報提
供 料（Ⅰ）を算定できるとあるが、例えば、夜間に患者から連絡を受けて当該
指示を行い、診療情報の提供を行うまでに日付が変わった場合は算定できな
いか。

（答）診療情報の提供は、受診の指示を行った後、速やかに行う必要がある
が、診療時間外に患者等から連絡を受けて当該指示を行い、翌日の診療を
開始するまでの間に診療情報の提供を行った場合は算定できる。

診療報酬改定に関する疑義解釈の送付（2020年3月31日）資料より

疑義解釈資料の送付について（その１）
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２０２０年度診療報酬改定内容

【オンライン診療料】

問２ 区分番号「Ａ００３」オンライン診療料について、オンライン診療を実施しよう
とする月の直近３月の間、当該疾患について毎月対面診療を行う医師は、オンラ
イン診療を行う医師と同一のものに限られるか。

（答）そのとおり。

問３ 区分番号「Ａ００３」オンライン診療料について、「日常的に通院又は 訪問に
よる対面診療が可能な患者」とあるが、現に通院又は訪問を行っている患者であ
れば、通院又は訪問に一定の時間を要する場合であっても対象と してよいか。

（答）その場合も対象としてよいが、当該要件における「日常的に通院又は訪問
による対面診療が可能な患者」とは、目安としては、概ね 30 分以内に通院又
は訪問が可能な患者を想定している。

問４ 区分番号「Ａ００３」オンライン診療料について、算定可能な対象に「一 次性
頭痛であると診断」された患者とあるが、当該頭痛にはどのような疾患が含まれ
るか。

（答）片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛、三叉神経・自律神経性頭痛等が含まれ
る。

診療報酬改定に関する疑義解釈の送付（2020年3月31日）資料より

疑義解釈資料の送付について（その１）
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２０２０年度診療報酬改定内容

【オンライン診療料】

問５ 区分番号「Ａ００３」オンライン診療料の注３について、「当該報酬の請求
については、診療情報の提供を行った保険医療機関で行う」とあるが、 当該
請求を行うに当たって、請求に必要な事項をどのように把握するのか。

（答）区分番号「Ａ００３」の注３の規定によりオンライン診療を行った場合、 オ
ンライン診療を行った保険医療機関において、診療情報の提供を行った保険
医療機関に対して、行った診療の内容や処方等の情報を文書等（ファクシミ リ
又は電子メールを含む。）で提供することにより、診療情報の提供を行った保険
医療機関は請求に必要な事項を把握すること。 なお、留意事項通知別添１の
Ａ００３の（９）に基づきオンライン診療を行い、医療資源の少ない地域等に所
在する保険医療機関等が診療報酬を請求する場合についても、同様の取扱い
とする。

診療報酬改定に関する疑義解釈の送付（2020年3月31日）資料より

疑義解釈資料の送付について（その１）
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２０２０年度診療報酬改定内容

【夜間看護体制加算、看護職員夜間配置加算】

問 14 「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」
のうち、「ＩＣＴ、ＡＩ、ＩｏＴ等の活用によって、看護要員の業務負担軽減を行ってい
ること」について、 ① 具体的にはどのようなものを活用することが想定されるか
。 ② １年に１回以上実施する看護要員による評価の方法に関する規定はある
のか。

（答）① 看護記録の音声入力、ＡＩを活用したリスクアセスメント、ウェアラブルセ
ンサ等を用いたバイタルサインの自動入力等が例として挙げられる。 単にナース
コール、心電図又は SpO2 モニター、電子カルテ等を用いていること等は該当し
ない。
② 看護要員の業務負担軽減に資するものとなっているかどうかを評価し、 そ

れをもとに活用方法等を検討することが可能であれば、具体的な手法について
は定めていない。

診療報酬改定に関する疑義解釈の送付（2020年3月31日）資料より

疑義解釈資料の送付について（その１）
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２０２０年度診療報酬改定

医療安全・感染防止関連



中医協資料 主な施設基準の届け出状況より抜粋

施設基準の届出施設数の推移

＊枠内の数字は届出施設数

主な施設基準届出状況 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

全国の病院総数 8,862 8,794 8,739 8,670 8,630 8565 8540 8493 8480 8418 8404 8378

医療安全対策加算 1,409 1.522 1.602 2.639 2.861 3.228 3.392

1/ 1.720 1/ 1.748 1/ 1.771 1/ 1.786 1/ 1.792

2/ 1.770 2/ 1.793 2/ 1.848 2/ 1.878 2/ 2.033

医療安全対策地域連携加算

1/ 1,337

2/ 1,274

感染防止対策加算１ 956 1052 1101 1174 1249 1296 1331

感染防止対策加算２ 2360 2560 2618 2647 2652 2678 2718

感染防止対策地域連携加算 1318

医療機器安全管理料１
病院 2.103 2.207 2.354 2.386 2.45 2.481 2.519 2559 2609 2638 2638

診療所 186 189 237 253 255 265 280 282 294 297 297

医療機器安全管理料２
病院 389 405 437 440 457 466 485 499 503 510 510

診療所 9 7 9 10 12 13 15 17 17 16 16
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改定前 改定後

【抗菌薬適正使用支援加算】

［算定要件］

３ 感染防止対策地域連携加算を算定する場合につ
いて、抗菌薬の適正な使用の支援に関する体制に
つき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関に入院している患者については、抗菌薬
適正使用支援加算として、100点を更に所定点数
に加算する。

【抗菌薬適正使用支援加算】

［算定要件］

３ 感染防止対策加算１を算定する場合について、
抗菌薬の適正な使用の支援に関する体制につき別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関に入院している患者については、抗菌薬適正使
用支援加算として、100点を更に所定点数に加算
する。

改

抗菌薬適正使用支援加算の見直し

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
病院内及び地域における抗菌薬の適正使用を推進する観点から、抗菌薬適正使用支援チームの業務の実

態等を踏まえ、抗菌薬適正使用支援加算について外来における抗菌薬の使用状況の把握等を含め要件を見
直す。

第２ 具体的な内容
１．抗菌薬適正使用支援チームの業務として、モニタリングを行う広域抗菌薬の種類の拡充、外来における経
口抗菌薬の処方状況の把握及び報告、抗菌薬適正使用を目的とした院内研修において「抗微生物薬適正使
用の手引き」を用いること等を追加する。
また、抗菌薬適正使用の推進に係る相談等を受ける体制を有していることについて、感染防止対策加算の要
件であるカンファレンスの機会を通じて他の医療機関に周知するよう、要件を見直す。

２．抗菌薬適正使用支援加算について、感染防止対策地域連携加算の加算から、感染防止対策加算１の加
算に見直す。

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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改定前 改定後

【小児科外来診療料】

１ 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を
交付する場合

イ 初診時 599点

ロ 再診時 406点

２ １以外の場合

イ 初診時 716点

ロ 再診時 524点

【小児科外来診療料】

１ 保険薬局において調剤を受けるために処方箋
を交付する場合

イ 初診時 599点

ロ 再診時 406点

２ １以外の場合

イ 初診時 716点

ロ 再診時 524点

［算定要件］

小児抗菌薬適正使用支援加算として、月に１回に
限り80点を所定点数に加算する。

※ 小児かかりつけ診療料についても同様。

改

小児抗菌薬適正使用支援加算の見直し

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
小児の外来診療における抗菌薬の適正使用を推進する観点から、小児抗菌薬適正使

用支援加算について対象となる患者や頻度等の要件を見直す。

第２ 具体的な内容
小児抗菌薬適正使用支援加算について、算定対象となる患者を３歳未満から６歳未満

に拡大するとともに、月に１回に限り算定できることとする。

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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改定前 改定後

［算定要件］

【初診料】

１ 歯科初診料 251点

２ 地域歯科診療支援病院歯科初診料 288点

【再診料】

１ 歯科再診料 51点

２ 地域歯科診療支援病院歯科再診料 73点

［施設基準］

（新設）

［算定要件］

【初診料】

１ 歯科初診料 261点

２ 地域歯科診療支援病院歯科初診料 288点

【再診料】

１ 歯科再診料 53点

２ 地域歯科診療支援病院歯科再診料 73点

［施設基準］

(5) 歯科外来診療における院内感染防止対策に係
る職員研修を行っていること。

改

歯科外来診療における院内感染防止対策の推進

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
歯科外来診療における院内感染防止対策を推進する観点から、常勤の歯科医師だけでな

く関係する職員を対象とした研修を行うこととし、基本診療料について評価を見直す。

第２ 具体的な内容
１．歯科初診料、歯科再診料の施設基準について院内感染防止対策に係る要件を見直す。
２．歯科初診料、歯科再診料の評価を充実する。

改

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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改定前 改定後

【療養病棟入院基本料】

［施設基準］

【療養病棟入院基本料】

［施設基準］

４の12 中心静脈注射用カテーテルに係る感染を
防止するつき十分な体制として、次の体制を整備
していること。

ア 中心静脈注射用カテーテルに係る院内感染対
策のための指針を策定していること。

イ 当該療養病棟に入院する個々の患者について、
中心静脈注射用カテーテルに係る感染症の発生状
況を継続的に把握すること。

改

中心静脈栄養の適切な管理の推進

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
１．中心静脈カテーテル等の長期留置を行っている患者に対する感染管理体制を求める等、療養
病棟入院基本料について要件を見直す。
２．中心静脈栄養の適切な管理を推進する観点から、療養病棟入院基本料の医療区分３の評価
項目のうち、「中心静脈栄養を実施している状態」について要件を見直す。
３．中心静脈カテーテル等を長期の栄養管理を目的として留置する際に、患者への適切な情報提
供を推進する観点から、手技料の要件を見直す。

第２ 具体的な内容
１．療養病棟入院基本料について、中心静脈カテーテルに係る院内感染対策の指針を作成する
こと及び中心静脈カテーテルに係る感染症の発生状況を把握することを要件とする。

新

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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２０２０年度診療報酬改定内容

診療報酬改定に関する説明会（2020年3月5日）資料より

〇会議や研修の効率化合理化について

Ｑ、医療安全管理体制の基準のうち安全管理の責任者等で構成される委
員会について、対面によらない方法でも開催可能とする（感染防止対策の
基準、医療安全対策加算についても同様）とされたが、対面によらない方
法で開催可とされる委員会はこれが3つに限定されるのか。

Ａ、医療安全管理体制の基準、院内感染防止対策の基準医療安全対策
加算の3つの項目に限り、対面によらない方法での開催を可能とする。

Ｑ、安全管理の責任者等で構成され委員会等について、対面によらない
方法でも開催可能とされたが、予め議事事項を配布し、メール等で採決を
取る方法や書面による持ち回り会議は可能か。

Ａ、いずれも可能である。
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２０２０年度診療報酬改定内容

診療報酬改定に関する疑義解釈の送付（2020年3月31日）資料より

【医療安全対策加算（医療安全対策地域連携加算）】

問 22 区分番号「Ａ２３４」医療安全対策加算の医療安全対策地域連携加算
２を届け出ている医療機関について、連携先の医療機関が、医療安全対策加
算１に係る要件を満たしていないことがわかった場合、どの時点で、医療安全対
策地域連携加算２の変更の届出を行う必要があるか。

（答）連携先の医療機関が、医療安全対策加算１に係る要件を満たしていない
ことがわかった時点で遅滞なく変更の届出を行うこと。なお、医療安全対策地
域連携加算１及び感染防止対策加算の感染防止対策地域連携加算について
も同様の取扱いである。

疑義解釈資料の送付について（その１）
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２０２０年度診療報酬改定内容

【感染防止対策加算（抗菌薬適正使用支援加算）】

問 23 区分番号「Ａ２３４－２」の注３の抗菌薬適正使用支援加算について、
抗菌薬適正使用支援チームの業務として「外来における過去１年間の急性気
道感染症及び急性下痢症の患者数並びに当該患者に対する経口抗菌薬の処
方状況を把握する」とあるが、令和２年７月の報告は、令和２年４月以降に把握
した３月間の実績でよいか。

（答）令和２年７月の報告に限り、令和２年４月以降の３月間の実績を報告する
ことで差し支えない。

診療報酬改定に関する疑義解釈の送付（2020年3月31日）資料より

疑義解釈資料の送付について（その１）
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２０２０年度診療報酬改定

働き方改革関連
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２０２０年度診療報酬改定内容

診療報酬改定に関する省令・告示・通知・事務連絡等（2020年3月5日）資料より
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改

医師等の従事者の常勤配置及び

専従要件に関する要件の緩和

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
医師等の医療従事者の柔軟な働き方に対応する観点から、常勤配置に係る

要件及び専従要件を見直す。

第２ 具体的な内容
１．週３日以上かつ週24時間以上の勤務を行っている複数の非常勤職員を組
み合わせた常勤換算でも配置可能としている項目について、週３日以上かつ
週22時間以上の勤務を行っている複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換
算で配置可能とする。
２．医師については、複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換算でも配置可
能とする項目を拡大する。

【緩和ケア診療加算】の［施設基準］において、週３日以上常態として勤務しており、かつ、所定
労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師（悪性腫瘍患者又は後天性
免疫不全症候群の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした３年以上の経験を有す
る医師に限る。）を２名組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれら
の非常勤医師が配置されている場合には、当該２名の非常勤医師が緩和ケアチームの業務に
従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
※ 栄養サポートチーム加算、感染防止対策加算、抗菌薬適正使用支援加算についても同様。

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より

非常勤の週３日以上かつ２４時間以上の場合が、
週３日以上かつ２２時間以上に緩和された！
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画像診断管理加算１、２又は３は、それぞれの届出を行った保険医療機
関において、専ら画像診断を担当する常勤の医師のうち当該保険医療機
関において勤務する１名（画像診断管理加算３を算定する場合にあって
は６名）を除いた専ら画像診断を担当する医師については、当該保険医
療機関において常態として週３日以上かつ週24 時間以上の勤務を行っ
ている場合に、当該勤務時間以外の所定労働時間については、自宅等
の当該保険医療機関以外の場所で、画像の読影及び送受信を行うにつ
き十分な装置・機器を用いた上で読影を行い、その結果を文書により当
該患者の診療を担当する医師に報告した場合も算定できる。その際、患
者の個人情報を含む医療情報の送受信に当たり、安全管理を確実に行
った上で実施する。また、病院の管理者が当該医師の勤務状況を適切に
把握していること。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)_医科点数表_別添１より

「画像診断管理加算」における常勤換算について

画像診断管理加算１、２は１名は従来の常勤の定義で換算
画像診断管理加算３ は６名は従来の常勤の定義で換算
それ以外の医師の常勤の定義が週３日以上かつ２４時間以上
の場合に医療機関以外の場所で読影をしても算定が可能！

参考：2018年度診療報酬改定分
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疑義解釈その１より（2018年3月30日発出）

問163 画像診断管理加算について、自宅等の当該保険医療機関以外の
場所で読影を行うことができる医師とは別に、当該保険医療機関において
勤務する専ら画像診断を担当する常勤の医師が１名（画像診断管理加算３
を算定する場合にあっては６名）以上必要と考えてよいか。

（答）そのとおり。

参考：2018年度診療報酬改定分

従来の常勤の定義である週４日以上かつ３２時間以上
は従来通りで週３日以上かつ２４時間以上の場合が
週３日以上かつ２２時間以上に緩和された！
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２０２０年度診療報酬改定内容

診療報酬改定に関する説明会（2020年3月5日）資料より

〇医師等の従事者の常勤配置及び要件に関する要件の緩和
について

Ｑ、週3日以上かつ週22時間以上の勤務を行っている複数の
非常勤職員を組み合わせた常勤換算で配置可能とされたが、
週3日以上かつ週22時間以上の勤務は毎週である必要がある
か。 週3日以上かつ週22時間以上の隔週勤務者を組み合わ
せても良いか。

Ａ、隔週勤務者は常勤換算の対象とならない。
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２０２０年度診療報酬改定内容

【横断的事項】

問 174 週３日以上かつ週 22 時間以上の勤務を行っている複数の非常勤職
員 を組み合わせた常勤換算による配置が可能である項目について、週３日以
上 かつ週 22 時間以上の隔週勤務者を組み合わせてもよいか。

（答）隔週勤務者は常勤換算の対象にならない。

問 175 安全管理の責任者等で構成される委員会、院内感染防止対策委員会
及 び医療安全対策加算に規定するカンファレンスについて、対面によらない方
法でも開催可能とするとされたが、具体的にはどのような実施方法が可能 か。

（答）例えば、書面による会議や、予め議事事項を配布しメール等で採決をとる
方法、電子掲示板を利用する方法が可能である。ただし、議事について、構成
員が閲覧したことを確認でき、かつ、構成員の間で意見を共有できる方法であ
ること。

診療報酬改定に関する疑義解釈の送付（2020年3月31日）資料より

疑義解釈資料の送付について（その１）
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地域の救急医療体制における重要な機能を

担う医療機関に対する評価の新設

新

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
地域医療の確保を図る観点から、過酷な勤務環境となっている、地域の救急医療
体制における重要な機能を担う医療機関について新たな評価を行う。

第２ 具体的な内容
地域の救急医療体制において一定の実績を有する医療機関について、適切な労務
管理等を実施することを前提として、入院医療の提供に係る評価を新設する。

（新） 地域医療体制確保加算 520点

［算定要件］
（１）救急医療を提供する体制、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に対する
体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者（第１節の入
院基本料（特別入院基本料等を除く。）又は第３節の特定入院料のうち、地域医療
体制確保加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。）について、当該
基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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地域の救急医療体制における重要な機能を

担う医療機関に対する評価の新設 新

２０２０年度診療報酬改定内容

［施設基準］
（１）Ａ１００一般病棟入院基本料（地域一般入院基本料を除く。）、Ａ１０２結核病
棟入院基本料（７対１入院基本料及び10対１入院基本料に限る。）、Ａ１０３精神
病棟入院基本料（10対１入院基本料に限る。）、Ａ１０４特定機能病院入院基本料
（７対１入院基本料及び10対１入院基本料に限る。）、Ａ１０５専門病院入院基本
料（７対１入院基本料及び10対１入院基本料に限る。）、Ａ３００救命救急入院料、
Ａ３０１特定集中治療室管理料、Ａ３０１－２ハイケアユニット入院医療管理料、Ａ３
０１－３脳卒中ケアユニット入院医療管理料、Ａ３０１－４小児特定集中治療室管
理料、Ａ３０２新生児特定集中治療室管理料、Ａ３０３総合周産期特定集中治療室
管理料、Ａ３０３－２新生児治療回復室入院医療管理料、Ａ３０５一類感染症患者
入院医療管理料、Ａ３０７小児入院医療管理料（小児入院医療管理料５を除く。）Ａ
３１１精神科救急入院料又はＡ３１１－３精神科救急・合併症入院料を算定する病
棟であること。

（２）救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによ
る搬送件数が、年間で2,000件以上であること。

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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地域の救急医療体制における重要な機能を

担う医療機関に対する評価の新設 新

２０２０年度診療報酬改定内容

［施設基準］ （続き）
（３）病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。
① 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、病院勤務医の勤務状況の把握とその改善の必
要性等について提言するための責任者を配置すること。
② 病院勤務医の勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況を把握していること。
③ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「病院
勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成すること。また、当該委員会等は、当該計
画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。
④ ③の計画は、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内容と目標達
成年次等を含めた病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とするとともに、定期的に評
価し、見直しを行うこと。
⑤ ③の計画の作成に当たっては、次に掲げるア～キの項目を踏まえ検討した上で、必要な事項を記載
すること。
ア 医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役割分担の具体的内容（例えば、初診
時の予診の実施、静脈採血等の実施、入院の説明の実施、検査手順の説明の実施、服薬指導など）
イ 勤務計画上、連続当直を行わない勤務体制の実施
ウ 前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間の一定時間の休息時間の確保（勤務間インターバル）
エ 予定手術前日の当直や夜勤に対する配慮
オ 当直翌日の業務内容に対する配慮
カ 交替勤務制・複数主治医制の実施
キ 育児・介護休業法第23条第１項、同条第３項又は同法第24条の規定による措置を活用した短時間
正規雇用医師の活用
⑥ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等
の方法で公開すること。 中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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改
機能強化加算の見直し

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
かかりつけ医機能の普及を図る観点から、地域においてかかりつけ医機能を担う医療
機関において、当該機能の更なる周知等の在り方について、機能強化加算の掲示等の
情報提供に係る要件を見直す。

第２ 具体的な内容
１．地域におけるかかりつけ医機能として院内に掲示する事項として、以下を追加する。
・ 必要に応じて、専門医、専門医療機関に紹介すること。
・ 医療機能情報提供制度を利用して、かかりつけ医機能を有する医療機関が検索でき
ること。

２．また、院内に掲示する事項と同様の内容について、患者へ提供する。
・ 当該掲示内容を書面にしたものを、患者が持ち帰れる形で、医療機関内の見えやす
いところに置いておくこと。
・ 当該掲示内容について、患者の求めがあった場合には、当該掲示内容を書面にした
ものを交付すること。

機能強化加算として、80点（点数に変更なし）

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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改
機能強化加算の見直し

２０２０年度診療報酬改定内容

［施設基準］
(2) 地域において包括的な診療を担う医療機関であることについて、当該保険医療機
関の見やすい場所に掲示するなどの取組を行っていること。

(3) 地域におけるかかりつけ医機能として、健康診断の結果等の健康管理に係る相談
、保健・福祉サービスに関する相談、夜間・休日の問い合わせへの対応及び必要に応
じた専門医又は専門医療機関への紹介を行っている医療機関であることを、当該医療
機関の見やすい場所に掲示していること。
また、医療機能情報提供制度を利用してかかりつけ医機能を有する医療機関が検索可
能であることを、当該医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(4) 地域におけるかかりつけ医機能として、健康診断の結果等の健康管理に係る相談
、保健・福祉サービスに関する相談及び夜間・休日の問い合わせへの対応を行っている
医療機関であることについて記載した書面を、医療機関内の見やすい場所に置き、必
要に応じて患者が持ち帰れるようにすること。
また、患者の求めがあった場合には、当該書面を交付すること。

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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改定前 改定後

【病棟薬剤業務実施加算】

１ 病棟薬剤業務実施加算１（週１回） 100点

２ 病棟薬剤業務実施加算２（１日につき） 80点

【病棟薬剤業務実施加算】

１ 病棟薬剤業務実施加算１（週１回） 120点

２ 病棟薬剤業務実施加算２（１日につき） 100点

改

病棟薬剤業務実施加算の評価の見直し

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
薬剤師の病棟業務の実施により医師の負担軽減を推進する観点から、病棟

薬剤業務実施加算について評価を見直すとともに、対象となる病棟を見直す。

第２ 具体的な内容
１．病棟薬剤業務実施加算１及び２について、評価を充実する。

２．ハイケアユニット入院医療管理料を算定する治療室内における薬剤師の
配置を、病棟薬剤業務実施加算２において評価する。

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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改

薬剤師の常勤配置に関する要件の緩和

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
医療従事者の柔軟な働き方に対応する観点から、病棟薬剤業務実施加算及び薬剤

管理指導料について常勤薬剤師の配置に係る要件を見直す。

第２ 具体的な内容
常勤薬剤師の複数配置を求めている要件について、週３日以上かつ週22時間以上

の勤務を行っている複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換算でも配置可能とする（
ただし、１名は常勤薬剤師であることが必要）。

【病棟薬剤業務実施加算】の［施設基準］において、当該保険医療機関に常勤の薬剤師が、
２人以上配置されているとともに、病棟薬剤業務の実施に必要な体制がとられていること。な
お、週３日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っ
ている非常勤の薬剤師を２人組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤薬剤
師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤薬剤師が配置されている場合には、これらの
非常勤薬剤師の実労働時間を常勤換算し常勤薬剤師数に算入することができる。ただし、常
勤換算し常勤薬剤師に算入することができるのは、常勤の薬剤師のうち１名までに限る。
※ 薬剤管理指導料についても同様。

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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改

夜間看護体制の見直し

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
医療機関の実情に応じて、より柔軟に夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等

を行えるよう、夜間看護体制加算等に係る要件を見直す。

第２ 具体的な内容
夜間における看護業務の負担軽減に資する十分な業務管理等の体制の整備の要件について、

項目内容の見直しを行う。

【夜間看護体制加算（急性期看護補助体制加算）】
［施設基準］
(2) 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、３項目以上を
満たしていること。
ア～ウ （略）
エ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の夜勤後の暦日の休日が確保されてい
ること。
オ 当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、柔軟な勤務体制の工夫がなされてい
ること。
カ～キ （略）
ク 当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置しており、夜勤を含む
交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。
ケ 当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護要員の業務負担軽減を行っていること。
(3) （中略）(2)のクについては、院内保育所の保育時間に当該保険医療機関が定める夜勤時間帯のうち
４時間以上が含まれること。なお、利用者がいない日についてはこの限りではない。
※ 障害者施設等入院基本料の注10に掲げる夜間看護体制加算、看護職員夜間配置加算（看護職員夜
間12対１配置加算１及び看護職員夜間16対１配置加算１に限る）、看護補助加算の注３に掲げる夜間看
護体制加算、精神科救急入院料の注５及び精神科救急・合併症入院料の注５に掲げる看護職員夜間配置
加算についても同様。 中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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改

医師事務作業補助体制加算の評価の充実

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
勤務医の働き方改革を推進し、質の高い診療を提供する観点から、医師事務作

業補助体制加算について勤務医の勤務環境に関する取組が推進されるよう、要
件及び評価を見直す。

第２ 具体的な内容
１．勤務医の働き方改革を推進し、質の高い診療を提供する観点から、医師事務
作業補助体制加算について、算定が可能な病棟等を拡大するとともに、評価の
見直しを行う。
※結核病棟入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料
、入院医療管理料、精神科急性期治療病棟入院料２、等

２．医療資源の少ない地域に配慮した評価について、へき地医療拠点病院である
ことが要件となっている評価を対象に追加する。

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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改定前 改定後

【医師事務作業補助体制加算】

１ 医師事務作業補助体制加算１

イ 15対１補助体制加算 920点

ロ 20対１補助体制加算 708点

ハ 25対１補助体制加算 580点

ニ 30対１補助体制加算 495点

ホ 40対１補助体制加算 405点

へ 50対１補助体制加算 325点

ト 75対１補助体制加算 245点

チ 100対１補助体制加算 198点

２ 医師事務作業補助体制加算２

イ 15対１補助体制加算 860点

ロ 20対１補助体制加算 660点

ハ 25対１補助体制加算 540点

ニ 30対１補助体制加算 460点

ホ 40対１補助体制加算 380点

へ 50対１補助体制加算 305点

ト 75対１補助体制加算 230点

チ 100対１補助体制加算 188点

【医師事務作業補助体制加算】

１ 医師事務作業補助体制加算１

イ 15対１補助体制加算 970点

ロ 20対１補助体制加算 758点

ハ 25対１補助体制加算 630点

ニ 30対１補助体制加算 545点

ホ 40対１補助体制加算 455点

へ 50対１補助体制加算 375点

ト 75対１補助体制加算 295点

チ 100対１補助体制加算 248点

２ 医師事務作業補助体制加算２

イ 15対１補助体制加算 910点

ロ 20対１補助体制加算 710点

ハ 25対１補助体制加算 590点

ニ 30対１補助体制加算 510点

ホ 40対１補助体制加算 430点

へ 50対１補助体制加算 355点

ト 75対１補助体制加算 280点

チ 100対１補助体制加算 238点

改

２０２０年度診療報酬改定内容

医師事務作業補助体制加算の評価の充実

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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２０２０年度診療報酬改定

その他
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改

重症度、医療・看護必要度の

評価項目及び判定基準の見直し

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
急性期の入院医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から、一般病棟用の重症度、医療

・看護必要度について、必要度の判定に係る項目や判定基準等の要件を見直す。

第２ 具体的な内容
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度について、判定に係る項目や判定基準を以下のよう

に見直す。
１．重症度、医療・看護必要度のＡ項目について、以下のように見直す。
（１）重症度、医療・看護必要度Ⅰの「救急搬送後の入院」について、評価期間を入院後５日間に
見直す。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱにおいて、入院日に救急医療管理加算１若しくは２
又は夜間休日救急搬送医学管理料を算定する患者を、入院後５日間評価の対象とする。
（２）専門的な治療・処置のうち「免疫抑制剤の管理」について、注射剤に限り評価の対象とする。
２．重症度、医療・看護必要度のＣ項目について、評価期間を見直す。
また、対象となる検査及び手術について、入院で実施される割合が９割以上のものを追加すると
ともに、入院で実施される割合が９割未満のものを除外する。
３．重症度、医療・看護必要度のＡ項目（専門的な治療・処置のうち薬剤を使用するものに限る。
）及びＣ項目について、重症度、医療・看護必要度Ⅰにおいても、レセプト電算処理システム用コ
ードを用いた評価とする。
４．重症度、医療・看護必要度の基準について、「Ｂ14又はＢ15に該当する患者であって、Ａ得点
が１点以上かつＢ得点が３点以上」の基準を削除する。

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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改

重症度、医療・看護必要度の施設基準の見直し

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の判定に係る項目や判定基準の

見直し等を踏まえ、該当患者割合に係る要件を見直す。また、該当患者割合
に応じた柔軟な届出が可能となるよう、急性期一般入院料２及び３の届出に
係る要件を見直す。

第２ 具体的な内容
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の見直しに伴い、入院料等の施設

基準に定められている該当患者割合について見直す。
また、急性期一般入院料２及び３について、重症度、医療・看護必要度Ⅰを
用いた場合も届け出られるよう見直す。

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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診療情報の提供に対する評価の新設

新

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
かかりつけ医機能及び医療機関間の連携を推進する観点から、紹介先の他の医療機関から紹介

元のかかりつけ医機能を有する医療機関へ情報提供を行った場合について新たな評価を行う。

第２ 具体的な内容
かかりつけ医機能を有する医療機関等から紹介された患者に対して継続的な診療を行っている場

合に、紹介元のかかりつけ医機能を有する医療機関等からの求めに応じて、診療情報の提供を行っ
た場合の評価を新設する。

（新） 診療情報提供料（Ⅲ） １５０点

［対象患者］
（１）地域包括診療加算、地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料（在宅
療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。）若しくは施設入居時等医学総合管理料（在宅療
養支援診
療所又は在宅療養支援病院に限る。）を届け出ている医療機関から紹介された患者
（２）妊娠している者であって、産科若しくは産婦人科を標榜している医療機関から紹介された患者
（３）別の保険医療機関から地域包括診療加算、地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時
医学総合管理料（在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。）若しくは施設入居時等医
学総合管理料（在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。）を届け出ている医療機関に
紹介された患者

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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診療情報の提供に対する評価の新設

２０２０年度診療報酬改定内容

［算定要件］
（１）別の保険医療機関から紹介された患者について、当該患者を紹介した別の保険医療機関
からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合（初診料を算定す
る日を除く。ただし、当該医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りではない。
）に、提供する保険医療機関ごとに患者１人につき３月に１回に限り算定する。
（２）妊娠している者であって、産科若しくは産婦人科を標榜している医療機関から紹介された患
者について、診療に基づき、頻回の情報提供の必要性を認め、患者の同意を得て、当該患者を
紹介した別の保険医療機関に情報提供を行った場合は、月１回に限り算定する。

［施設基準］
（１）当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。
（２）算定要件の（２）については、当該保険医療機関内に妊娠している者の診療を行うにつき十
分な経験を有する常勤の医師が配置されていることが望ましいこと。

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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２０２０年度診療報酬改定内容

診療報酬改定に関する説明会（2020年3月5日）資料より

〇診療情報提供料（Ⅲ）について

Ｑ、別の保険医療機関から紹介された患者について当該患者を紹介した
別の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療情報を示
す文書を提供した場合に算定可能となっているが、紹介された患者が入院
となり文書を提供するタイミングが遅れた場合についても算定も可能か

Ａ、算定可能である。

Ｑ、「妊娠しているものであって、産科若しくは産婦人科を標榜している医
療機関から紹介された患者について・・・当該患者を紹介した別の保険医
療機関に情報提供を行った場合に算定する。」とあるが情報提供を行った
先の保健医療機関の診療科は問わないのか。

Ａ、情報提供先の診療科は問わない。

Ｑ、「産科もしくは産婦人科を標榜している医療機関もから紹介された患
者について、診療に基づき頻回の情報提供の必要性を認め・・・」となるが、
「頻回の情報提供」とは具体的にはどのような要件なのか。

Ａ、1月に1回以上情報提供を行った場合に月1回限り算定可能である
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２０２０年度診療報酬改定内容

【診療情報提供料（Ⅲ）】

問 86 区分番号「Ｂ０１１」診療情報提供料（Ⅲ）について、紹介元の医療機関に対
して単に受診した旨を記載した文書を提供した場合には算定できないか。

（答）単に受診した旨のみを記載した文書を提供した場合は算定不可。

問 87 区分番号「Ｂ０１１」診療情報提供料（Ⅲ）について、紹介された患者が、紹
介元の医療機関への受診する予定が明らかにない場合についても、算定可能か。

（答）算定不可。

問 88 区分番号「Ｂ０１１」診療情報提供料（Ⅲ）について、予約した次回受診日
に患者が受診しなかった場合又は予約した次回受診日を変更した場合について
も、算定可能か。

（答）算定可能。

診療報酬改定に関する疑義解釈の送付（2020年3月31日）資料より

疑義解釈資料の送付について（その１）
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改

明細書発行の推進

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
明細書が果たすべき機能やそれらの発行業務の実態を踏まえ、公費負担医療

に係る給付により自己負担がない患者（全額公費負担の患者を除く。）について
、診療所における明細書発行に係る要件を見直す。

第２ 具体的な内容
１．診療所において、公費負担医療に係る給付により自己負担がない患者（全
額公費負担の患者を除く。）について、正当な理由がある場合でも、患者からの
求めがあったときには、明細書発行を義務とする。

２．一部負担金の支払いがない患者に対応した明細書発行機能が付与されてい
ないレセプトコンピューター又は自動入金機の改修が必要な診療所が対応を完了
する期間を考慮し、２年間の経過措置を設ける。

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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市場が拡大した場合の評価の見直し

新

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
医療機器や検査等において、適応追加等により市場が拡大する場合があり、こ

れによって財政影響が無視できない範囲に及ぶこともあり得ることから、市場が著
しく拡大した場合には評価を見直す仕組みを設ける。

第２ 具体的な内容

１．新規収載及び適応追加等に伴う算定留意事項の変更に当たって、保険医療
材料等専門組織において審議を行う際に、将来的な可能性も含め、収載時の市
場規模予測を大きく上回り、これによって財政影響が無視できない範囲に及ぶこと
が想定されるものについては、評価の見直しを検討する基準を併せて審議し、個
々の技術に応じた基準を設定することとする。なお、既に収載されている遺伝子パ
ネル検査等の悪性腫瘍遺伝子検査については、将来的な市場の拡大が想定され
ることから、収載時の市場規模予測の２倍以上という基準を設定する。

２．設定された基準を超えるような市場の拡大が認められた場合には、まず保険医
療材料等専門組織において、評価の見直しの妥当性について検討することとし、
妥当性が認められたものについて、中央社会保険医療協議会総会において具体
的な見直しを検討することとする。

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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改

歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ冠の対象拡大

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
コンピュータ支援設計・製造ユニット（歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ装置）を用いて製
作する歯冠修復物の対象を拡大する。

第２ 具体的な内容
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠の適応を上顎第一大臼歯に拡大する。

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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改

腹膜透析と血液透析を併用する場合の要件の見直し

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
通院への制約等の理由により保険医療機関の変更や血液透析への変更が必

要となる患者もいることから、腹膜透析を実施している患者における治療の選択
肢を拡充するため、患者の利便性や臨床実態を踏まえ、腹膜透析患者が血液透
析の併用を行う場合について、要件を見直す。

第２ 具体的な内容
腹膜透析を実施した患者について、他施設において血液透析を実施した場合

、自施設にて診療報酬明細書の摘要欄に必要性等を記載した場合に限り在宅
自己腹膜灌流指導管理料を算定できるようにし、他施設では、診療報酬明細書
の摘要欄に在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している医療機関名を記載し
た場合に限り、人工腎臓を算定できるようにする。

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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改

がん拠点病院加算の見直し

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
がん患者に対する質の高い医療の提供体制を構築する観点から、がん診

療連携拠点病院等の整備指針が変更されたこと及びがんゲノム医療提供
体制の拠点として新たにがんゲノム医療拠点病院が指定されたことを踏ま
え、がん拠点病院加算について要件を見直す。

第２ 具体的な内容
１．がん診療連携拠点病院等の類型として新たに設けられた、「地域がん診
療連携拠点病院（高度型）」及び 「地域がん診療連携拠点病院（特例型）」
の取扱は、以下のとおりとする。
・ 「地域がん診療連携拠点病院（高度型）」については、従来の「地域がん
診療連携拠点病院」と同様に、「１ がん診療連携拠点病院加算 イ がん診
療連携拠点病院」の対象とする。
・ 「地域がん診療連携拠点病院（特例型）」については、地域がん診療連携
拠点病院の要件を満たさない施設に対する暫定的な類型であることを踏ま
え、「１ がん診療連携拠点病院加算 ロ 地域がん診療病院」の対象とする。

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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改定前 改定後

【注射の通則７】

［算定要件］

第１節に掲げられていない注射であって簡単なも
のの費用は、第２節の各区分の所定点数のみによ
り算定する。

（新設）

【注射の通則７】

［算定要件］

第１節に掲げられていない注射であって簡単なも
のの費用は、第２節の各区分の所定点数のみによ
り算定し、特殊なものの費用は、第１節に掲げら
れている注射のうちで最も近似する注射の各区分
の所定点数により算定する。

７ 第１節注射料に掲げられていない注射のうち、
特殊な注射（点数表にあっても、手技が従来の注
射と著しく異なる場合等を含む。）の注射料は、
その都度当局に内議し、最も近似する注射として
準用が通知された算定方法により算定する。

注射の準用に係る規定の創設

新

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
今般、革新的な医薬品や医療機器の開発に伴い特殊な注射手技が出現しうることを踏まえ、

注射の準用に係る規定を設ける。

第２ 具体的な内容
第１節に掲げられていない注射であって特殊なものの注射料について、処置や手術と同様に

、第１節に掲げられている注射のうちで最も近似する注射の各区分の所定点数により算定でき
るよう注射の準用に係る規定を設ける。

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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改

外来医療の機能分化の推進

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
外来医療の機能分化を推進する観点から、紹介状なしで受診した患者から定額

負担を徴収する責務がある医療機関及び紹介率や逆紹介率の低い病院に対する
初診料等減算について、対象となる医療機関の範囲の要件を見直す。

第２ 具体的な内容
１．紹介状なしで一定規模以上の病院を受診した際の定額負担の見直しについて
(1) 紹介状なしで受診した患者から定額負担を徴収する責務がある医療機関の
対象範囲（特定機能病院及び許可病床400床以上の地域医療支援病院）につい
て、特定機能病院及び地域医療支援病院（一般病床200床未満を除く。）へ拡大
する。
(2) 定額負担を徴収しなかった場合の事由について、報告を求める。
(3) 自治体による条例制定が必要な公的医療機関については、条例を制定する
までの期間を考慮し、６か月間の経過措置を設ける。

２．紹介率や逆紹介率の低い病院を紹介なしで受診した患者に対する初・再診料
減算に係る医療機関の対象範囲（特定機能病院及び許可病床400床以上の地
域医療支援病院）について、１と同様に、特定機能病院及び地域医療支援病院（
一般病床200床未満を除く。）へ拡大する。

［経過措置］
令和2年9月30日までの経過措置を設ける。 中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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改定前 改定後

【後発医薬品調剤体制加算】

イ 後発医薬品調剤体制加算１

（75％以上） 18点

ロ 後発医薬品調剤体制加算２

（80％以上） 22点

ハ 後発医薬品調剤体制加算３

（85％以上） 26点

［施設基準］

(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品の
ある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単
位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合
が２割以下であること。

【後発医薬品調剤体制加算】

イ 後発医薬品調剤体制加算１

（75％以上） 15点

ロ 後発医薬品調剤体制加算２

（80％以上） 22点

ハ 後発医薬品調剤体制加算３

（85％以上） 28点

［施設基準］

(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品の
ある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単
位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合
が４割以下であること。

改

薬局における後発医薬品の使用促進
２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
薬局における後発医薬品調剤体制加算について、2020年9月までに後発医薬品使用割合80

％を達成するという政府目標を踏まえつつ、更なる後発医薬品の使用を促進するため、薬局での
後発医薬品の備蓄に一定のコストが必要であることや薬局全体の調剤数量割合を向上させる必
要があることなども踏まえ、要件を見直す。

第２ 具体的な内容
１．後発医薬品調剤体制加算について、調剤数量割合の高い加算に重点を置いた評価とする。
２．後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局（現行基準では後発医薬品の調剤数量割合
が20％以下）に対する調剤基本料の減算規定について、当該割合の基準を拡大する。

※［経過措置］令和2年9月30日までの間はなお従前の例による。

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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改定前 改定後

【後発医薬品使用体制加算】

１ 後発医薬品使用体制加算１

（85％以上） 45点

２ 後発医薬品使用体制加算２

（80％以上） 40点

３ 後発医薬品使用体制加算３

（70％以上） 35点

４ 後発医薬品使用体制加算４

（60％以上） 22点

【後発医薬品使用体制加算】

１ 後発医薬品使用体制加算１

（85％以上） 47点

２ 後発医薬品使用体制加算２

（80％以上） 42点

３ 後発医薬品使用体制加算３

（70％以上） 37点

（削除）

改

医療機関における後発医薬品の使用促進

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
医療機関における後発医薬品の使用割合の実態等を踏まえ、後発医薬品使

用体制加算に係る基準を見直す。

第２ 具体的な内容
１．後発医薬品使用体制加算について、加算４を廃止するとともに、使用数量
割合の高い医療機関に対する評価を充実させる。

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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改定前 改定後

【在宅自己注射指導管理料】

［算定要件］

（新設）

【在宅自己注射指導管理料】

［算定要件］

注４ 当該患者に対し、バイオ後続品に係る説明
を行い、バイオ後続品を処方した場合には、バイ
オ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品
の初回の処方日の属する月から起算して３月を限
度として、150点を所定点数に加算する。

バイオ後続品に係る情報提供の評価

新

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
バイオ後続品の患者への適切な情報提供を推進する観点から、在宅自己注

射指導管理料について、バイオ後続品を導入する場合の新たな評価を行う。

第２ 具体的な内容
在宅自己注射指導管理料について、バイオ後続品に関する情報を患者に提

供した上で、当該患者の同意を得て、バイオ後続品を導入した場合の評価を
新設する。

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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改

費用対効果評価制度の活用

２０２０年度診療報酬改定内容

第１ 基本的な考え方
近年、革新的であるが非常に高額な医薬品や医療機器が登場しており、我が

国の医療保険財政への影響が懸念され、医療の質の向上や、医療のイノベーシ
ョンを適切に評価する制度の運用を平成30年４月より開始した。現在、６品目
について評価の検討を行っており、今後、体制の充実を図るとともに事例を集積
し、制度のあり方や活用方法について検討する。

第２ 具体的な内容
市場規模が大きい又は著しく単価が高い医薬品及び医療機器を評価の対象

とする。ただし、治療方法が十分に存在しない稀少疾患（指定難病等）や小児の
みに用いられる品目は対象外とする。薬価・材料価格制度の補完として、評価
の結果は、保険償還の可否の判断に用いるのではなく、いったん保険収載した
上で、価格の調整に用いる。
また、人材の育成をはじめとした費用対効果評価に係る組織体制の強化や、制
度における課題を整理した上で、活用方法についての検討を継続する。

中医協 総会（2020年2月７日）答申書資料より
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２０２０年度診療報酬改定内容

診療報酬改定に関する省令・告示・通知・事務連絡等（2020年3月5日）資料より


